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「地域包括ケアを見据えた在宅医療の充実にむけて」
～急性期医療の質の向上と慢性期病棟のQOL向上を目指して～

日　時 ： 平成 ２8 年 ６ 月 ３０ 日
会　場 ： 平 和 病 院　 第一講堂



 

 

第 29 回 志誠会医学会プログラム 

「地域包括ケアを見据えた在宅医療の充実にむけて」 
～急性期医療の質の向上と慢性期病棟のＱＯＬ向上を目指して～ 

特別講演 『睡眠障害の診断と治療』 14:15～15:30 

講  師  内村 直尚 先生（久留米大学医学部 神経精神科医学講座 教授） 
 

 
１）乾燥月桃葉と古紙を使用したハンドグリップ 

～拘縮手の皮膚トラブル改善～         陽光館第２生活棟 喜屋武あずき 
２）ゆとりあるケアを目指して～業務変更の試み～ 

陽光館第３生活棟 大山始 

３）事故件数の集計から見る問題点～リスクマネジメントの工夫～ 
陽光館第５生活棟 伊波聡 

４）介護老人保健施設陽光館入所者の現状 
陽光館生活看護課 新城みゆき 

５）40 歳以上の陽光館職員における運動器症候群を考える 
～ロコモ危険度テストの報告～    陽光館リハビリテーション課 古謝裕加子 

 

 
６）慢性期閉鎖病棟における暴力事故減少に向けての一考察 

平和病院第１病棟 高江洲徳一 

７）急性期治療病棟における早期退院に向けた看護者の役割 
平和病院第３病棟 大村隆広 

８）療養病棟における肥満改善に向けての試み 
平和病院第５病棟 山内敦子 

９）療養病棟における高齢者の拘束解除に向けての取り組み 
平和病院第６病棟 岡村さおり 

10）療養病棟の統合失調症患者に対するアプローチ方法について 
～Rehab データを用いた病棟別の考察～    平和病院作業療法課 柏田省一 

 

 

 

 
11）健常成人における曖昧さへの態度の類型化の試みと不安の比較 

平和病院心理課 榎木宏之 

12）施設入所者の言葉の明瞭さに関する実態把握と阻害要因の検証 
社会復帰施設部 神部香織 

13）デイケア利用を継続するために必要な関わり～中断者との比較から見えてきたもの～ 
    平和病院デイケア課 真栄城兼吾 

14）訪問看護利用者の肥満改善の取り組みに向けて～生活習慣の聞き取り調査を実施して～    
平和病院外来 仲宗根一美 

15）当院の医療保護入院者退院支援委員会における精神保健福祉士の役割 
～早期退院に向けての取り組みと今後の課題～ 平和病院診療相談課 金城頼子 

 

【一般演題】第１群 9:50～10:50    座長 ： ﾃﾞｲｹｱｾﾝﾀｰ陽光館課長 平田嗣晃

【一般演題】第２群 10:55～11:55   座長 ： 平和病院看護部課長 比嘉千奈美

【一般演題】第３群 13:00～14:00   座長 ： 平和病院医局副院長 宮城則孝

昼 食 12:00～13:00 

【特別講演】 14:15～15:30       座長 ： 平和病院院長  小渡敬 

【表 彰 式】 15:40～16:00 
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30 年目に向けて 

 

職員の皆さんへ 

                院長 小渡 敬 

 

 院内学会は、回を重ね今年で 29 回目となった。本会は病院の開設を記念し当

初は５月に開催していたが、恒例の記念撮影も年々職員の数が増え室内での撮

影が困難となり、庭園で全職員の記念撮影をするようになった。そこで梅雨時

期を避けて６月に開催することになった。今年も晴天のもとで撮影ができそう

である。 

 少子高齢化による人口減少と人口構造の変化は、時代を大きく変化させつつ

ある。医療や介護の在り方については、時代に対応するため地域医療ビジョン

の策定が急がれている。それによって一般科では病床の機能分化と療養病床の

削減、さらに地域医療の充実等、いわゆる地域包括ケアを実現化し、これから

の低成長時代の社会保障を実現しようとしている。精神医療においては高齢社

会に伴う認知症の増加で年間 1.2 万人の行方不明者の問題や、自殺者やうつ病

等の増加により、精神疾患はがん・脳卒中・心筋梗塞・糖尿病とならび国民病

となった（５疾病時代）。 

日々の臨床場面では急性期の治療の在り方と慢性の療養病床をどのようにす

るかが問題である。国はそのことに対しては「入院から地域へ」というスロー

ガンを何年も前から唱えているが、それに対する精神医療施策は出てこない。

おそらく一般科の療養病床の削減ないし変更の手法で行われる可能性がある。

これらのことを踏まえ、我々が今やらなければいけないことは、精神科救急・

精神科急性期医療を充実すること。さらに精神科在宅医療（地域包括ケア）を

充実させることが大事である。今回はこれらのことを踏まえ学会のテーマを「地

域包括ケアを見据えた在宅医療の充実に向けて」とした。 

 特別講演は久留米大学医学部精神神経科医学講座教授、内村直尚先生に「睡

眠障害の診断と治療」と題し、話を頂く。今回も皆さんにとって、有意義な学

会となることを期待する。 
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30 年目を迎えて 

 

法人統括本部長 上江州 学 

 今年の梅雨は、例年より１週間早く梅雨が明け、真夏日の晴天が続いていますが、今年の気象

状況では、この時期なっても台風が発生していないことが話題になっています。６月下旬に入っ

ても台風が発生していない現象は、18 年ぶりのことだそうです。発生しないことに越したことは

ありませんが、逆に今後発生する台風の大型化など不安に思っているのは私だけでしょうか。 

また今年３月 14 日、熊本県や大分県に大きな被害をもたらした熊本地震。インフラ整備など未

だ復興のめどが立っていない中、６月 16 日には、北海道の函館で震度６の地震が発生しました。

日本全体を不安にしている各地の地震。南海トラフなど地震に対して敏感になっている方も多い

のではないでしょうか。地震大国日本、４年後の東京オリンピック開催に影響が出ないことを祈

りたいと思います。 

さて、医療の分野では、今年４月に診療報酬改定が行われました。今回は、全体で 0.49%のプ

ラス改定となりました。精神科分野については、今後の実態調査等で具体的な数字で出てくると

思います。 

精神科医療の項目では、退院促進、訪問看護等の在宅医療が高く評価されており、平和病院に

おいては、在宅支援としてデイケアのリハビリテーション機能の強化や精神科訪問看護、社会復

帰施設との連携の強化を図る必要があると考えております。また、平成 30 年に行われる診療報

酬・介護報酬同時改定、地域包括支援システムを見据えて、志誠会では、病院、老健、社会復帰

施設の各職種からなる在宅支援プロジェクトを発足し、精神障碍者や高齢者がスムーズに地域に

移行できる体制の構築、並びに在宅生活が継続できるサポートシステムの構築に取り組んでいき

たいと考えております。 

 陽光館においては、今年の優先課題として新規利用者の確保、定数の維持を掲げております。

陽光館の稼働率はここ数年安定せず、特に今年に入ってから 90％を割る状況が続いており、経営

的にも厳しい状況となっています。現在、近隣の病院や居宅サービス事業所へ広報活動を行って

おりますが、さらに広報範囲を広げ関係機関との連携を強化していかなければならないと考えて

おります。 

また、今後のもう一つの課題として、陽光館におきましても在宅支援の強化に取り組んでいき

たいと考えております。昨年の介護報酬改定では、在宅復帰への取り組みが高く評価され、報酬

にも反映されました。２年後に行われる介護報酬改定においても介護老人保健施設にとりまして

は、更なる在宅復帰に向けた取り組みが評価されることは間違いないと思います。医療・介護・

福祉が目まぐるしく変化する中で、老健施設そして職員自身も変化していかなければ、今後生き

残っていくことはできません。今起こり得る変化をできるだけ予測し、変化に柔軟に対応できる、

職員の更なるスキルアップ、組織づくりに邁進していかなければなりません。 

 そして更に地域との繋がりを強くするなど、当施設が地域になくてはならない存在となれるよ

う取り組んでいきたいと思います。 

 志誠会医学会がその職員のスキルアップの一つになっていることを確信し、各部署の研究発表

を傾聴したいと思います。 
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30年目に向けて 

 

看護部長  比嘉久美子 

毎年、梅雨の時期にこの原稿を書いていますが、2 年前のこの時期にはまだ開花のなかった駐車上エリア

のホウオウ木の花が、今年は鮮やかに咲き誇っております。会議室の窓から見下ろす眺めが言いようのない

風情を漂わせておりますが、あのようにものの見事に咲きますと毎朝心が躍ります。やがて隣の火焔木の花

も空に向かってさらに真っ赤な花を咲かせ、本格的な夏を迎え盛夏祭の時期に入ります。ほんのわずかな四

季の移ろいの一コマですが学会前のストレスフルなこの時期心が癒されます。 

さて、いつもの本題であります平成27年度の看護部目標の評価と、今年度の課題を展望したいと思います。 

平成 24 年５月から開始されている平和病院の第６次５か年計画も今年で最終年となりました。病院は来年

30周年を迎えますが区切りの年を目標がぶれないように課題遂行に取り組みたいと考えます。 

先ず、特に看護に特化している項目は、精神科救急・急性期看護の充実、質の向上を課題としての取り組

みです。急性期治療病棟は、これまで常に教育病棟としての役割を担いながら、病院経営の要にもなってい

る病棟であるため常に課題が集中しております。また、患者さんにとっても、とくに初回入院のイメージは

その後の治療を左右するファクターを孕んでいるため、物理的環境要因もさることながら、人的環境のもた

らす影響はさらに大きいと感じています。精神科看護の力量が短期間に評価される大事な役割の病棟です。

質の問題を集約して述べると、トイレのない保護室の看護を「特別なことではない」として難なく運用して

いることを評価したいと思います。昨年10月に取得した医師配置加算をクリアできたことも成果です。さら

には看護の専門性を質的にも量的にも高めるための人員配置や、経営上のメリットをもたらすであろう精神

科救急病棟の取得が課題です。そのための人材確保は喫緊の努力目標です。 

一方、療養病棟では長期在院患者の退院支援の課題に様々な角度で取り組んでおり成果を上げております。

平成20年度から新設されている「精神科地域移行実施加算」もその一つですが、継続できていることは看護

の力量もさることながら、チーム医療の成果として評価したいと思います。一方、治療抵抗性の患者を抱え

合併症の問題や、常にリスク管理が求められている病棟でも、一人一人の患者の病棟内でのＱＯＬを維持し

高めていく取り組みを模索し実践している看護者やリハビリスタッフの姿勢には精神科看護の奥義のような

ものさえ感じております。今年はクロザリルの薬物療法の効果も期待したいところです。 

看護部の質の向上は年間を通して企画されている教育システムが大切な要素であることに変わりはありま

せんが、現場で活かす看護実践教育に力を入れてきました。精神科における継続教育に加えてＣＰＲやＣＶ

ＰＰＰのシミュレーション教育、倫理教育の徹底等は継続が力になっていることと思います。今年は加えて

フィジカルアセスメントに力を入れていきましょう。また、今年は目標管理の中に倫理の在り方を落とし込

みディスカッションを通して部署や個々の目標を設定してもらう試みを開始しております。どのような結果

を生むのか来年の評価に向けて楽しみな試みです。看護部の人材育成ための目標管理の制度は、結果として

個人の成果が組織の成果として期待できます。それには、部署長とスタッフが面接場面を通して、業務でな

く仕事としての喜びを分かち合うことが肝要です。手抜きすることなくやり遂げましょう。 

今年度の診療報酬改定も期待した改定とは言えず、国は今後も少子高齢化や厳しい財政状況等から制度改

革はさらに厳しさを増すといわれています。さらに医療の効率性と質の向上に向けて一般科同様精神科にお

いても入院医療の機能分化や地域医療の在り方が鮮明になってくると思われます。また、昨年来、医療法の

改正による医療事故調査制度やストレスチェックの実施等、課題は次々とやってまいりますが、30年の評価

は１年、１年の積み重ねに他ならないと思います。臆することなく頑張りましょう。              

平成28年６月30日     
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特別講演

講　　　　　師

久留米大学医学部　神経精神医学講座

内村　直尚 先生

　睡眠障害の診断と治療



 



第 29 回志誠会医学会 特別講演抄録 

睡 眠 障 害 の 診 断 と 治 療 
 

久留米大学医学部神経精神医学講座 内村直尚 

 

 睡眠障害は不眠、過眠、概日リズム睡眠障害および睡眠時随伴症（睡眠中に生じる異常

行動）に大別される。不眠の原因は様々であり、疼痛、頻尿、高血圧や糖尿病などの身体

疾患、うつ病やパニック障害などの精神疾患、降圧剤、H2ブロッカーなどの薬物、環境変

化や心理的要因などがあげられる。また、高齢者に多い不眠を呈する疾患として、夜間入

床時に下肢を中心にむずむず感、虫が這うような不快な異常感覚が起き、入眠が障害され

るレストレスレッグス症候群および夜間睡眠中に足関節が背屈運動を主体とする周期的な

不随意運動を数十秒間隔で起こし、中途覚醒や熟眠障害を生じる周期性四肢運動障害があ

る。過眠の原因疾患には睡眠時無呼吸症候群あるいは、10歳代が好発年齢で夜間に充分な

睡眠をとっても我慢できない睡眠発作、嬉しいや悲しいという情動に伴い全身の筋肉が弛

緩し、膝から崩れ落ちる情動脱力発作、金縛りといわれている睡眠麻痺や入眠時幻覚など

の症状が出現するナルコレプシーがあげられる。概日リズム睡眠障害には、睡眠時間帯が

正常な時間帯から 5 ～ 6 時間後退し、朝方にならないと寝付けず、昼近くにならないと起

きられない睡眠相後退症候群（DSPS）があり、通学や通勤に支障を来たす。睡眠中に出現

する異常行動（睡眠時随伴症）としては、60～70歳代の男性に好発し、夢内容と一致した

大声や手足を動かしたり起き上がりベッドパートナーを殴ったり蹴るなどの行動化を認め

るレム睡眠行動障害（ RBD ）があり、レビー小体型認知症やパーキンソン病の前駆症状と

しても考えられている。当日はこれらの睡眠障害の治療についても概説する。 
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◆ 講師略歴 ◆

2015.11

内
うち

村
むら

  直
なお

尚
ひさ

福岡県出身 昭和31年7月3日生まれ

現 職
久留米大学 医学部 神経精神医学講座 教授

久留米大学 医学部長

学校法人久留米大学 理事・評議員

久留米大学高次脳疾患研究所 所長

略 歴

1982年 3月    久留米大学医学部 卒業

1986年 3月    久留米大学大学院医学研究科生理系専攻博士課程 修了

1986年 4月    久留米大学医学部神経精神医学講座 助手

    久留米大学医学部生理学第一講座 兼務

1987年 5月31日～1989年 4月30日

米国オレゴン州 Oregon Health Science University へ留学

1990年 4月  久留米大学医学部脳疾患研究所 助手

           久留米大学医学部神経精神医学講座 兼務

1992年 9月    久留米大学医学部神経精神医学講座 講師

2000年 4月    久留米大学医学部神経精神医学講座 助教授

2007年 4月  久留米大学医学部神経精神医学講座 教授

2011年 4月  久留米大学病院 副病院長（～2013.3.31）

2012年 4月  久留米大学高次脳疾患研究所 所長

2013年 4月  久留米大学 医学部長

2013年 4月  学校法人久留米大学 理事・評議員

学外役職

・日本睡眠学会 理事（2007.11～）

・日本臨床精神神経薬理学会 理事（2012.10～）

・日本依存神経精神科学会 理事（2007.9～）

・九州精神神経学会 理事（2007.11～）

・日本精神神経学会 代議員（2013.4～）

・日本時間生物学会 評議員（2007.1～）

・日本精神科診断学会 評議員（2006.11～）

・日本不安障害学会 評議員（2009.3～）

・日本精神保健・予防学会 評議員（2009.7～）

・独立行政法人日本学術振興会

科学研究費委員会委員（2011.12～）

・公益財団法人医学教育振興財団 審査委員会審

査委員（2013.4～）

主な著書 分担執筆

「眠らない、眠れない」法研 東京 1999／「現代病としての睡眠障害」日本評論社 東京 2000

「すべての診療科で役立つ・精神科必修ハンドブック」羊土社 東京 2005

「昼寝（午睡）のススメ―15分間の午睡で頭も体もリフレッシュ―」 九州大学出版会 福岡 2007

「分子糖尿病学の進歩―糖尿病と睡眠障害―」金原出版 東京 2008

「専門医のための精神科臨床リュミエール」中山書店 東京 2009

「睡眠学」朝倉書店 東京 2009／「夜間頻尿診療ガイドライン」Blackwell Publishing 東京 2009

「睡眠障害」病気と薬パーフェクトBOOK2010 南山堂 東京 2010

「患者さんの生活改善」うつ病の事典 日本評論社 東京 2011

「プライマリ・ケア医のための睡眠障害―スクリーニングと治療・連携―」南山堂 東京 2012

「睡眠障害の対応と治療ガイドライン第2版」じほう 東京 2012

「睡眠薬の適正使用・休薬ガイドライン」じほう 東京 2014 など
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一般演題 陽光館 第２生活棟 

 

乾燥月桃葉と古紙を使用したハンドグリップ 

～拘縮手の皮膚トラブル改善～ 

 

第２生活棟 ○喜屋武 あずき 城間 豊大 

大城  光樹  武藤 亜矢子 

仲村  敬 

 

Ⅰ．はじめに 

２階生活棟は、寝たきりの入所者が約半数を占

め、長期臥床者の拘縮手は不快臭を伴い、浸軟、

びらんなどの皮膚トラブルが生じやすいために吸

湿効果のある茶葉を茶袋に詰め、それをガーゼで

巻いたハンドグリップ（以下、にぎにぎと略す）

を取り入れたハンドケアを行っていた。 

昨年、開催された沖縄県介護老人保健施設大会

にて他施設で、生の月桃葉を握らせると手の悪

臭・湿潤・皮膚疾患が改善したという報告を受け、

２階生活棟でも月桃葉の抗菌、消臭効果に着目し、

にぎにぎ作成に取り組んだ。 

そこで今回、試行錯誤を繰り返し、乾燥させた

月桃葉と古紙をシュレッダーにかけた紙（以下、

古紙と略す）を使用した、にぎにぎが完成したの

で、完成するまでの過程、にぎにぎを切り替え使

用後の経過、そして新たな皮膚トラブルが生じた

入所者に対して使用し良い結果が得られ、更にコ

スト削減につながっているので報告する。 

 

Ⅱ．研究方法 

１．研究期間 

 2015年２月～2016年２月末日迄 

２．対象者 

１）手指拘縮があり、取り組み前よりにぎにぎ

を使用していた入所者 

２）調査期間中、手掌部に皮膚トラブルが発生

した入所者 

３）手指拘縮があり、指を硬く握り込んでいる

入所者 

３．調査項目 

１）対象者の原因疾病名 

 ２）皮膚状態の観察 

 ３）吸湿量の測定 

４）材料費 

４．評価方法 

１）皮膚トラブルの発生した拘縮手に、にぎに

ぎを使用する前後の皮膚状態を写真撮影で

の評価。 

２）手指拘縮があり、指を硬く握り込んでいる

２名を対象に、快晴・室温26℃前後・湿度

70％前後の環境下で、右手のみにぎにぎを

交換せず握ってもらい、吸湿効果がどのく

らいあるか重さを計測し比較をした。 

 

Ⅲ．経過及び結果 

当初、茶葉に刈り取りした直後の生の月桃葉を

きざみ混入させたにぎにぎを作成してみたが、茶

葉が月桃葉のエキスを吸収しガーゼまで染み出す

トラブルが発生し、さらに臭いも混ざり合うこと

で、月桃葉特有の香りを得ることができなかった。 

また、刈り取った月桃葉をビニール袋に入れ数

日間置くとカビが発生し保管方法にも工夫が必要

と判ったが、交換日に数十人分の月桃葉を刈り、

にぎにぎを作成することは業務上対応できないこ

とから、生の月桃葉を使用することは断念し乾燥

させ使用することにした。 

だが、以前使用していた茶葉は一個作成するの

に約20g使用していたこともあり月桃葉のみで作

成するのは、量を確保することが困難であること

から吸湿効果を代用できる材料はないか検討して

いると、スタッフより古紙はどうかと意見があり、

古紙の吸湿性と、月桃葉の効果である抗菌・消臭

作用を組み合わせ作成した。 

でき上がりは、茶葉使用時と変わらぬ形を作る

ことができ、ある程度の弾力性も確保され、ほの
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一般演題 陽光館 第２生活棟 

 

かに月桃葉の良い香りがする、にぎにぎが完成し

手指拘縮のある入所者に使用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１の使用者の原因疾病では、廃用症候群によ

る廃用性拘縮８名、脳血管障害による廃用性拘縮

７名の合計15名。両手拘縮８名、片手拘縮７名で

あった。 

交換は、週２回とし一回の交換で23個を使用、

毎日のハンドケア業務として手掌内が湿潤してな

いか、吸湿量が多く汚れてはないか、形が変形し

てないか、ちゃんとした位置で装着しているかの

確認を行い、汚れがある場合は、微温湯での手指

のふき取りを行うとしたが、他業務をこなしなが

ら行う業務は忘れがちとなり統一したケアができ

ないでいた。 

その後、ベッドサイドの個別ケア項目表を活用

した。「にぎにぎ大丈夫ですか」と職員に問いかけ

る言葉で掲示し、視覚を通じて注意を促し、更に

ハンドケア担当職員を１名つけて対応したことで、

忘れることなく確実にハンドケアが実践できるよ

うになり切り替え後も、不快臭や皮膚トラブルの

発生は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

症例は脳梗塞後遺症で、入所時より、左上肢不

全麻痺があり、軽度の握り込みがあった。 

左手指の運動機能はある程度残存していること

もあり、にぎにぎの使用は、不快臭や皮膚トラブ

ルが生じた場合のみであったが、入浴前に手掌内

を確認すると不快臭・浸軟・皮膚トラブルを起こ

した状態となっていた。 

その後、毎日の手浴・にぎにぎを交換し皮膚状

態の観察を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２日目には、浸軟はあるものの不快臭は軽減し

た。３日目には、浸軟が改善され不快臭もなくな

り、４日目には、皮膚トラブルは改善されていた。 

 

図２は、にぎにぎの吸湿量の測定で、２名を対

象に週２回の入浴後から入浴前まで、右手のみ実

施した。１回目は３日間・２回目は４日間の使用

で重さの計測をした。 

１回目Ａ氏のケースでは、使用前12.6gから使

用後13.2g＋0.6gであった。Ｄ氏のケースでは、

使用前12.4gから使用後13.0gで＋0.6gの吸湿量

がみられた。 

２回目Ａ氏のケースでは、使用前12.7g～使用

後13.2gで＋0.5g であった。Ｄ氏のケースでは、

使用前12.9g～使用後13.5gで＋0.6の吸湿量がみ

られた。 
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図３、茶葉使用時は１個作成に約20g必要で、

現在の使用者数で割り出すと週２回交換した場合

は、１週間で約１kg、１カ月では、約４kgが必要

となる。 

古紙は生活棟内で破棄された紙を使用し、月桃

葉は施設周辺に自生している葉を使用している。

ガーゼ・茶袋以外の材料費は発生していない。 

そして、茶葉の単価は１kgが、1，130円である。

１カ月では4,520円となり年間で換算すると、 

54,240円のコスト削減ができている。 

 

Ⅳ．考察 

今回の取り組みで、月桃葉と古紙を用いたハン

ドケアで手掌内湿潤の低減及び不快臭の改善が

認められた。月桃葉の抗菌・消臭作用については

悪臭成分メチルメルカプタンだけでなく、トリメ

チルアミンに対しても緑茶抽出物とほぼ同じ消

臭効果が認められている。拘縮手の不快臭が消失

したのは、月桃葉の消臭作用によるものと考えら

れる。 

 常に手を握った状態が持続する拘縮手は体温

の放射が妨げられ、発汗を伴い湿潤状態となり、

皮膚トラブルが発生しやすい環境となっている。 

特に手掌や足底は他の部位に比べて角質層が

厚い部分であり、ふやけて浮き上がる。 

その為、垢となった角質層は菌の繁殖の栄養源

となる。また、浸軟した皮膚は化学物質や細菌の

透過性が亢進し、感染を起こしやすい状態になっ

ている。1） 

古紙はシュレッダーにかけていることで、紙が

細かくなっていることで、通気性が保たれ、拘縮

手にこもる熱を放射できている。 

また、吸湿量を計測した調査では、３から４日

間で0.5から 0.6gの吸湿量となった。よって手

掌内の湿潤環境が改善されたのは、古紙の持つ吸

湿性の効果と推測される。 

古紙は予想以上に吸湿効果が高く、作り置きす

る場合は密閉容器を使用する。 

その事で、にきにぎの効果を向上すると考える。 

毎日行うハンドケア業務に対して、職員の理解

と意識が高まり実施できるようになり、皮膚トラ

ブル予防に繋がっている。 

 

Ⅴ. 終りに 

月桃葉で皮膚状態が改善するのを体験したこと

で、職員の関心度も上がり、他の利用方法はない

か模索し取り組みをしている。 

今後も職員間でアイディアを出し合い、良いケ

アを提供し、選ばれる施設を目指したいと思う。 

 

 

引用・参考文献 

１） 新村眞人 (1993)・褥瘡・皮膚潰瘍の予防と

治療 

２） 標準整形外科学(改訂10版) 
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ゆとりあるケアを目指して 
～業務変更の試み～ 

                                                 

陽光館 第３生活棟 ○大山 始   北嶋 真也 

     古謝 有朝 喜屋武 莉奈 

宮城 麻乃  栄野川 太志 

 
Ⅰ.はじめに 

 ３階生活棟は在宅復帰を目的とした生活棟とい

う位置づけとなっている。3 階生活棟は排泄の見

守りや付き添いの歩行の介助を要する入所者を受

け入れ、生活リハビリ支援の介助に多くの時間を

費やす状態となり、ゆとりのあるケアが困難とな

っていた。 
そこで平成 26 年 3 月より現在までに 3 回の時

差勤務の変更を試みた。その結果を職員ミーティ

ングで勤務体制について検討し実施した結果を報

告する。 
 
Ⅱ．取り組み期間・内容 

１.期間  

平成 26年４月～平成28年３月 

２.内容 

介護職員のミーティング(月１回) 

勤務体制の調整 

  
Ⅲ．経過及び結果 
３階生活棟は多岐に渡る入所者を受け入れる為、

個々の特性や病状もさまざまである。そのため、

個別の対応や家族の要望も受け入れながら質の高

い介護が求められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１は既存の勤務体制である。縦ラインのオレ

ンジのラインは口腔ケアやトイレ誘導やオムツ交

換やベッドへの誘導等介護者の人数が必要な時間

帯である。 
青の縦ラインは食事の介助の時間帯でどちらも

介護者の人数を必要とする時間帯である。しかし

現状の既存の体制では入所者の要望に応えきれな

かった。そのため、問題解決の為に生活棟ミーテ

ィングを実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
表１は４時差勤務の問題点として①既存の体制

では入所者の要望を優先的に聴くことが出来ない、 
②夜勤勤務で事故（転倒/転落/誤薬等）のリスク

が高くなるという２点を示している。これらの問

題点を解決するために介護職員ミーティングを開

催した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２は問題点の解決策として平成 26 年４月よ

り１回目の時差勤務変更を試みた。１回目の時差

勤務の改善点として５時差に変更となり退勤時間
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が変更されたことで業務の焦りが軽減され入所者

の要望を汲み取りやすくなった。また時差勤務者

の就業時間内に夜勤者はトイレ誘導や就寝準備を

行うことができた。さらに就寝前薬の時間に５時

差勤務者がナースコールの対応に当たることがで

き誤薬リスク軽減に繋がった。 
つまり４時差勤務（10 時 15 分～19 時）を５時

差勤務（12 時 45 分～21 時 30 分）に変更した事

により夕方のケアに関して入所者の要望に応える

ことが出来たが日中のケアが十分と言えなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
表２は５時差勤務に変更したことでの問題点と

して①介護者の移動により日勤帯の業務に支障が

出てきたことを示している。 

 

 
 
図３は５時差勤務の変更によって生じた問題点

を解決するために、平成 26 年５月に５時差勤務

（12時 45分～21時 30分）の時間を１時間前(11

時 45 分～20 時 30 分)に２回目の変更をした。人

数は従来通り３名体制であった。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
表３は５時差勤務時間変更後の問題点として①

１時間の時差勤を変更しても入所者の要望に応え

られなかったことを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図４はこれまでの経緯を介護職員のミーティン

グで再検討した。平成27年 10月より、日勤業務

から１人を時差勤に移動し、４時差勤務と５時差

勤務への勤務体制に３回目の変更を実施した。    

個々に合わせたケアと見守りの強化をすること

を目的として、昼食の介助から５時差勤務者が業

務に参加でき、昼食後のケアを行う時間に日勤者

が業務に参加することにより口腔ケアやトイレ誘

導やオムツ交換やベッドへの誘導が円滑に実施す

ることができた。また、デイルームで過ごす入所

者への気配りや声掛けなどのケアを職員全員で行

うことができた。就寝前薬の内服が終わるまでの

時間については、ナースコール対応など夜勤者の

サポートも不備なく行えた。 

夕食後のケアでも時差勤務者２人は口腔ケアや

入所者の見守りと下膳の担当に分担することで気

持ちにゆとりができ、入所者の訴えに耳を傾ける

ことができた。業務にゆとりがうまれたことで職

員の焦りが減少し、要望も汲み取れることで夕食

後の問題点はクリアできた。また入所者から笑顔
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一般演題 陽光館 第３生活棟 
 

 

がみられるようになった。 

 
Ⅳ.考察 
これまで業務に対し余裕がなく、細かいケアま

でできていなかった。現在はケアのことを考えて

対応ができていると職員の声が多く聞かれ、介助

中の事故は軽減した。 
また、業務にゆとりがあることで職員間の情報

共有が強化され、時差勤務変更以前より入所者の

状態把握ができ、素早い対応ができるようになっ

たことで、入所者を持たせるというストレスを少

なからず減少させることができたと感じている。 
 
Ⅴ.おわりに 
職員のゆとりが、入所者の笑顔を引き出し、楽

しく過ごせる環境を作れることができると実感で

きた。 

ケアにゴールはありません。入所者１人1人の

したいこと・して欲しいことを聞き、感じ取り、

現在より充実したケアを目指し陽光館３階生活棟

に入所して良かったと言う言葉が聞けるようにし

ていきたい。 

 

20



一般演題 陽光館 第５生活棟 
 

事故件数の集計から見る問題点 
～リスクマネジメントの工夫～ 

 
陽光館 第５生活棟 ○伊波  聡  徳門 竜也 

 上門 優也 池原 亮  
                                 

 
Ⅰ．はじめに 
現在、介護老人保健施設では、在宅復帰への支

援や経口摂取の維持と復帰、看取りといった事柄

に加え、リスクマネジメントについての関心が高

まっている。第５生活棟は認知症専門棟として重

度の周辺症状を呈する入所者が対象のため、日頃

から転倒や転落、窒息などの事故に対して細心の

注意を払い、事故が発生した際には発生時の状況

報告と分析、さらには今後の注意点について院内

LAN を活用し職員に周知を図っている。しかし、

事故が一向に後を絶たないのも事実である。 
そこで今回、１年間の事故件数の集計を行い分

析したうえで、事故防止に向けた取り組みを行っ

たので若干の考察を加え報告する。 
 
Ⅱ．研究方法 
１．事故の集計調査期間 
 2015年4月～2016年3月までの1年間に提出

された、『生活の質とリスクマネジメント』（事故

報告書類）を参考に事故の種類と発生場所、発生

時間などを集計した。 
２．研究期間 
 2016年４月～継続中 
３．分析と対策立案 
 １）事故の内容から問題点を見出す。 
 ２）問題点から実現可能な再発防止策を立案し

実行する。 
 
Ⅲ．経過および結果 
事故件数の集計の結果、第５生活棟では１年間

に事故は24件に上り、ひと月に２件の割合で発生

していることが分かった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
事故の内容では転倒14件、表皮剥離８件、転落

１件、誤薬が１件であった。 
事故の発生契機では、入所者が発生契機となる

転倒や転落、表皮剥離などが23件で、職員が発生

契機となった表皮剥離が１件であった。誤薬に関

しては服薬拒否のある入所者への投薬で、食事に

混入したものを職員が目を離した隙に別の入所者

が食べるという盗食行為による誤薬であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発生場所では、居室11件、Ｄルーム６件、トイ

レ３件、脱衣所３件、廊下が１件であった。事故

のリスクの高い入所者に対しては、椅子やベッド

に離床センサーを設置しているが、入所者自ら破

壊する行為や、寝具に付け替えてコールが作動し

なかったケースが３件あった。 
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一般演題 陽光館 第５生活棟 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
発生時間では、日勤帯で９件、夜勤帯で15件の

事故が発生していた。夜勤帯では事故の発生前に

夜間せん妄や不眠のあったケースが５件あった。

また、日勤帯では介護への抵抗や盗食行為、帰宅

要求など、顕著な周辺症状が事故の要因になった

ケースが24件中11件に上った。 
 事故が発生する度に職員に周知をしているが事

故が後を絶たない。ある入所者は１年間で転倒事

故が３件発生していた。事故が起きてしまう問題

点として、日が経つと入所者個々のリスクについ

て意識が薄れていき、認識していてもケアを行う

際に注意力が欠落した状態になっていたのではな

いかと推測された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第５生活棟は認知度Ⅲ以上の方が入所しており、

認知症の中核症状からくる帰宅要求や徘徊、妄想

などの周辺症状が昼夜問わず出現している。しか

し、施設ではやむを得ない場合以外には身体拘束

を行わないため、介護が難しい状況になりながら

も事故が起きないように様々な対応や工夫を行い

事故防止に努めてきた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
これまで、個々にリスクを抽出していたにも関

わらず、ファイル形式にして詰所で管理をしてい

たため十分に活用されていなかった。そこで今回、

新たに入所者個々のリスク表を作成し、車椅子や

ベッドに掲示することで視覚的に注意喚起する方

法を試みた。 

 
薄れがちであったリスク情報を、ケアを行う前

にリスク表で確認出来るため、個々のリスクにつ

いて再認識し、注意力を引き出すことができるよ

うになった。 

図７ 事故の発生月（2015.4～2016.5）
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取り組み開始

職員発生契機
誤薬２件

 ４月から取り組みを開始した結果、４月と５月

の２ヶ月間での事故は入所者が発生契機となった

転倒２件、職員が発生契機となった誤薬２件の合

計４件が発生している。 
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一般演題 陽光館 第５生活棟 
 
Ⅳ．考察 
 これまで、事故が発生する度に書面や申し送り

等で再発予防を職員に周知しながら、離床センサ

ーの設置工夫や、見守りの強化、座席や居室の環

境調整などの対策を行ってきたが十分ではなかっ

た。堀米¹⁾によると、「多くの研究は介護事故の発

生要因に着目した研究が行われており、事故防止

策や入所者の活動範囲などの関連性が検証されて

いる研究は少ない」と述べている。 
 ４月からリスク表を掲示する取り組みを開始し

て２ヵ月の間に転倒事故は２件で前年度に比べ減

少はしたものの、職員が発生契機となる誤薬事故

が同月に２件発生した。これは、職員の異動など

により、新職員への指導が行き届かずマニュアル

の徹底が成されていなかった事が原因と考えられ

る。しかし、今回の取り組みを行なったことで新

職員や他部署の介護職員から「わかりやすい」と

いう声が聞かれ、今後入所者個人のリスクが容易

に理解できていくものと考える。 
職員の入れ替わりが慌ただしく介護の体制や質

が問われているなか、どれだけ短期的に認知症高

齢者の行動特性に対する理解が深められていくか

が重要な鍵になってくると思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今回は、統計を通して視覚的に注意喚起を促す

ことを目的にリスク表を掲示する方法を行なった。 
しかし、平田²⁾によると、「介護者個人の不注意

によって事故が起きたのだ」という誤解を払拭し、

「施設の構造上または体制上の問題点によって事

故が起きる危険があるのだ」、つまり、介護事故が

起きるときは、「システムの欠陥」が存在する。と

述べている。そのことからも、職員の意識や注意

力を引き出すことと同時に、今後は事故やインシ

デントの定義の再確認と、入所者要因である身体

機能や注意力の低下、介護に対する抵抗などのほ

か、環境要因と言える施設の日課や体制、職員の

連携強化など事故に直結した要因を検証して、入

所者に合わせた事故防止策を遂行していくことが

必要であると考える。 
 
Ⅴ．おわりに 
 日常生活を営むうえで事故に対するリスクは避

けられないものである。しかし、施設では安心・

安全が最低限の保障として捉えられ、家族からの

大きな要望でもある。高齢者介護に従事する職員

として、事故に対するリスクを最小限に抑え、こ

れからも入所者及びご家族とより良い関係性を築

き上げていきたい。 
 
引用文献 
１）堀米史一：介護老人福祉施設における介護事

故に関するリスクマネジメントの質的研究、

社会医学研究、第33巻１号 2016 
 
２）平田厚：福祉施設におけるリスクマネジメン

ト、障害保健福祉研究情報システム、フォー

ラム2003 
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一般演題 陽光館生活看護課 

介護老人保健施設陽光館入所者の現状 

 

                         陽光館生活看護課 ○新城 みゆき  前徳 恵子 

         宮城 妙子 

 

Ⅰ.はじめに 

介護老人保健施設陽光館（以下当施設と略す）

は平成３年に開設して25年を迎えた。３年に１度

の介護保険制度の改定に適応しながら現在に至っ

ている。入所者の高齢化と要介護度の重度化に加

え入所者は多疾患でフレイル（虚弱）な状態であ

るため容易に重篤な容態の急変に陥りやすく、医

療機関への救急搬送を余議なくされている。今回

看護の視点から入所者の全体像（年齢・介護度・

疾患・内服薬剤量等）を把握し分析を試みた。急

変時に備えて家族へ蘇生についての説明と家族の

将来・最終的ニーズのアンケートを聴取し、その

結果を集計し分析を試み報告する。 

 

Ⅱ.研究方法 

１．研究期間 

平成28年１月１日～平成28年５月30日迄 

２．対象者 

累積入所者（151名） 

※ ショートステイを除く 

３．研究方法 

１）家族へのアンケート調査を実施 

病状急変時の対応に関する確認表作成 

２）疾患・内服薬・要介護度はカルテより情報

収集 

Ⅲ.経過及び結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１のグラフは主な疾患を示し、際立った疾患

は認知症・高血圧・関節症である。その他老人に

特有な疾患を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２は１日の服用薬剤数の分布である。６錠～

15錠が大半を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３は年代別要介護度を示している。80歳以上

は要介護度４～５が半数以上を示している。80歳

以下では要介護度２～３が半数以上を示している。

全体の要介護度の平均は、要介護度3.7を示して

いる。平均年齢は、82.6歳であった。 
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一般演題 陽光館生活看護課 

 

図４は要介護度別割合を示している。要介護度

４から要介護度５が半数以上を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図５は病状急変時の確認表の家族の希望割合を

示している。家族は応急処置を希望しているが延

命処置は希望していない。 

 

Ⅳ．考察 

当施設に入所している殆どの高齢者は、入所時

より身体的・精神的に障害を持ち地域支援・家族

支援のみでは在宅生活が困難な状態である。また、

加齢に伴う生活機能の低下があるフレイル（虚弱）

な高齢者が多い。当施設の今年上半期のデータか

ら分析した結果、社会全体の高齢化現象と比例し

て当施設入所者の平均年齢や要介護度も上昇して

いる。その上、高齢者に特有な認知症や高血圧症

や関節症が入所者の半数以上を占めている。精神

疾患が34％と多かったのは、平和病院からの紹介

によるものである。多くの入所者の殆どが多疾患

で多剤の内服薬服用を余儀なくされており、６錠

以上の内服薬服用者が151名中 109名であった。

その上、加齢による免疫能力の低下により感染率

が高く医療的観察や処置の増加が目立ってきてい

る。100歳以上になると要介護度４から要介護度

５となっている。本来当施設はリハビリテーショ

ンや医療行為により早期の身体機能の回復を目指

す施設であるが、特別養護老人ホームの入所待機

者の増加により入所する事が出来ない高齢者が入

所できるまでの繋ぎで当施設に入所している。老

健施設は原則3ヶ月の利用期間の規定があるが、

現状では多疾患で重介護の入所者が半数以上を占

めており、また主介護者も高齢で自宅での介護療

養が困難な状況にある。また、家族の意向も入所

継続を希望しているため、長期にわたり当施設を

利用せざるをえない高齢者が多い。老健施設は、

医師及び看護職員・介護職員・理学療法士・他専

門職の配置が義務づけられている。看護師は入所

者に対して内服・身体管理を初め療養病棟レベル

の医療行為を行うが、病状悪化時や急変時には医

療機関へ救急搬送をせざるをえない。当施設のア

ンケート調査結果では「ＡＥＤ」「心臓マッサー

ジ」の一時的延命処置に関しては希望者が多かっ

た。しかし、医療機関での長期的な延命処置は望

まず、一時的な症状に対しての対症療法は要望が

多かった。家族は高齢であっても長生きして欲し

いとの思いがアンケート調査で確認できた。現状

の当施設における家族の要望は、①日常生活の看

護と介護 ②リハビリの維持 ③在宅復帰の支援 

④中長期的な医療行為 ⑤看取りである。看護師

は観察、アセスメント、判断力が求められると共

に他専門職と情報を共有し身体管理に努めなけれ

ばならない。日常生活が自分で出来なくなる状態

へと変化し、容態が急変するリスクが高い事を、

常日頃から家族に理解していただく必要がある。

病状の変動や悪化時には、医師と共に積極的な面

談を行い、現状を受け止められるよう、日頃から

家族との信頼関係の構築が不可欠と考える。 

 

引用・参考文献 

 日本医師会雑誌（第145巻・第２号） 
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一般演題 陽光館生活看護課 

 

参考資料１（１／２） 
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一般演題 陽光館生活看護課 

 

参考資料１（２／２） 
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一般演題 陽光館リハビリテーション課 

40歳以上の陽光館職員における運動器症候群を考える 

～ロコモ危険度テストの報告～ 

                                                 

                        リハビリテーション課 ○古謝裕加子  

松元勝利 親川智史 

 

 

Ⅰ.はじめに 

最近、よく取り上げられるようになったロコモ

ティブシンドローム（和名：運動器症候群）通称

ロコモが話題になっている（以下ロコモと略す）。

ロコモとは、筋肉や関節、骨など運動器の衰えに

よって日常生活動作がスムーズにできなくなり要

介護のリスクが高まる状態のことを言う。高齢者

に多い生活習慣病であるが実は、運動器の機能低

下は 40 歳ぐらいからすでに始まっていることが

わかっている。このまま運動器の低下を意識する

ことなく今の生活を続けていると 40 歳以上の 5

人に 4人が将来は要介護状態になると言われてい

る。以上のことから40代からの対策は不可欠とな

っている。そこで、今回40歳以上の陽光館職員に

着目したところ、「どこかが痛いと感じる」「体力

が低下している」などの声が聞かれた。そのこと

からロコモ危険度テスト、痛みの有無、姿勢など

の項目チェックを使い、ロコモ予備軍になってい

ないか？自分の身体に関心を持ち予防のために何

が大切かを知ってもらい運動機能低下予防の第一

歩になればと調査を実施したので、ここに報告す

る。 
 

Ⅱ.研究方法及び対象 

１. 対象：40歳以上の陽光館・あおば邸職員 

（男性：12名、女性：50名 合計62名 ） 

２. 測定期間：平成28年４月25日～４月30日 

３. 方法 

１）ロコモ危険度テスト（動作編） 

① 40 ㎝椅子からの片脚立ち上がり     

（左右の脚測定） 

② ヒップリフト＆両手拳上 

（左右の脚測定） 

③ フロントランジ（左右の脚測定） 

④ 40㎝椅子からの座り立ちテスト 

（10回何秒で座り立ちできるか測定） 

⑤ アンケート（痛みの有無、姿勢など） 

４.評価方法 

１)ロコモ危険度テストを実施し動作ができ

る？できない？をチェック 

※「できない」の評価ポイント 

①片脚立ち上がり 

・立ち上がれるがぐらぐらしキープ 

できない。 

・左右の脚ともに立ち上がれない。 

②ヒップリフト＆両手拳上 

・身体がぐらつく 

・お尻が下がる。 

③フロントランジ 

・膝が内側に入る ・身体がぐらつく 

・膝屈曲90°不十分 

・膝が足部より前にでる 

２)40 ㎝椅子からの座り立ち：性・年代別の

時間と比較し、速い/ふつう「できる群」   

遅い「できない群」と表した。 

 

Ⅲ.結果 
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一般演題 陽光館リハビリテーション課 

 

 

１.片脚立ち上がりテスト 

できる群：30名 

できない群：32名 

＜できない群の内訳＞ 

・片脚のみできない：15名 

・両脚ともにできない：17名 

 

２.ヒップリフト＆両手拳上テスト 

 できる：29名 

 できない：33名 

 

 

３.フロントランジテスト 

できる：20名 

できない：42名 

＜できない群の内訳＞ 

・膝が内側に入る 

（左右入る：20名、片脚入る：22名） 

・膝屈曲90°不十分、膝が足部より前に 

でる：20名 

※複数あり 

 

４.椅子からの座り立ちテスト 

できる（速い/ふつう）：18名 

できない（遅い）：44名 

・44名の脚力が弱い 

 

１)Ｘ脚・O脚：23名 

２)猫背・そり腰：５名 

 

Ⅳ．考察 

今回、40歳以上の陽光館職員におけるロコモに

ついて調査を行った結果、約94％（62名中 58名）

の職員が何らかの運動器の機能低下をおこしてい

ることがわかった。 

また、問題なしの4名においては、痛みや不良

姿勢はありつつも椅子の座り立ちテストの結果か

ら「できる群」の中でもタイムが速く、下肢筋力

が強いことが示された。 
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一般演題 陽光館リハビリテーション課 

 

今回のロコモ危険度テストの結果から「できな

い群」の要因として腰部、臀部、大腿部筋肉の筋

力低下が最も影響していることが示された。加え

て股関節周囲の柔軟性低下および痛みや不良姿勢、

日々の同じ動作が影響し不慣れな動きに対し、筋

の連動が上手くいかないことや筋出力低下に陥り

動作が行いにくくなっていると考える。 

日頃、日常生活や仕事で忙しく動き回っている

私達であるが、加齢や日々の同じ動きの中では、

機能低下していくことが今回の調査で示された。 

対策として、①下半身を中心に背筋群、腹筋群

などを筋力トレーニングで鍛える。下半身の筋肉

は、十分な運動を行わなければ衰えやすい筋肉で、

特に大退部の筋肉は最も衰えやすいといわれてい

るため下半身の強化は重要である。②ストレッチ

で柔軟性を高める。③姿勢を崩す生活習慣を見直

すこと。姿勢の悪さは、筋肉の衰えや運動器の機

能低下が大きく関与しているため、以上を踏まえ

実行していくことが重要と考える。 

しかし、今回の調査では、運動習慣や意識して

いることなどについて、62名中 5名のみが何らか

の運動実践や意識をしているとの結果であった。 

日本人で運動習慣がある人は、３人に１人もい

ないという厚生労働省のデータもあり、いきなり

ハードな運動を開始しても長続きしないというこ

とが言われている。継続的かつ効果的に実践して

いくためには、日常生活で活動強度を上げること

から始めることが良いと考える。人間の身体は、

同じ運動を繰り返し与えていると省エネモードに

なってしまうと言われている。普段の生活活動よ

りも「ややきつい」と思える負荷で新しい刺激を

与え続け動かすことが機能低下を予防できると考

える。 

今回の調査結果から職員全員が自分自身の身体

の状態を今一度見直すきっかけとなり「自分はま

だ大丈夫」と過信することなく、運動器の機能低

下は、すでに始まっていることを認識してもらい

少しずつ運動する習慣を身につける一歩になれば

と考える。 

 

Ⅴ．終わりに 

今回、調査のみの報告となったが、40代からの

運動器の機能低下が始まっていることがわかり予

防対策の必要性を痛感できた。 

制度改正により地域包括ケアシステムの構築が

言われる中、住み慣れた地域で元気に人生最後ま

で暮らしつづけてもらうためにも私達、理学療法

士は、治療医学から予防医学という観点へ積極的

に目を向け 40 代からの適切な予防策を立て情報

提供および健康教育を行い、どう実践していただ

くか考える機会となった。今後、研鑽を積み予防

対策へ取り組んでいきたいと考える。 

 

参考文献 

1）：基礎運動学、第 6 版、医歯薬出版株式会社 
2）：姿勢と動きのなぜがわかる本、第 1 版、 

秀和システム 
3）：理学療法の臨床の実際～ 

http://rigakuryouhourrinshou.blog.fc2.com 
4）：ロコモ対策超入門、ニッポン放送 
5）：ロコモティブシンドローム、メデイカルレビ

ュー社 
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一般演題 平和病院 第１病棟 

 

慢性期閉鎖病棟における暴力減少に向けての一考察 

 

 

第１病棟 ○高江洲 徳一  新垣 愛子 

比嘉 和枝  儀 保  桂 

 

Ⅰ.はじめに 

当病棟は統合失調症の慢性期で難治性の患者が

ほとんどであり、精神科リハビリテーション行動

評価尺度においても著しく社会生活困難な患者が

94％を占めている。 

平成25年の医学会でも報告したが、暴力行為の

発生数が他病棟に比べ極めて多い事も当病棟の課

題の一つである。日々の臨床の中で暴力事故やイ

ンシデントに直面するたびに、今以上に的確な予

見ができれば暴力を減少させることが可能となる

のではないかと感じていた。そこで今回、過去３

年間の暴力事故やインシデントを調査し、暴力を

予見できる因子や観察視点、対応について分析し

てみた。その結果に若干の考察を加え報告する。 

 

Ⅱ.研究方法 

１．研究期間 

2013年４月～2016年３月 

２．対象者 

１）研究期間中に暴力事故及びインシデントと

して報告された当該患者45名 

 ２）研究期間中に勤務している看護者15名 

３．方法 

１） 暴力事故及びインシデント件数の推移 

２） 暴力事故及びインシデントの対象の推移 

３） 暴力事故及びインシデントの要因の比較 

４） 暴力事故当該患者を過去の暴力歴で分類  

５） 看護者へ暴力を予見するポイントについ 

て聞き取り調査 

６）看護者へ対応の工夫について聞き取り調査 

 

４．評価方法 

１）過去の暴力歴やインシデントの有無から予

見の可能性を検討 

 ２）看護者への聞き取り調査から予見の観察ポ

イントを分析 

５．倫理的配慮 

研究にあたり、個人が特定されないよう

配慮した。 

 

Ⅲ.経過及び結果 

１．事故及びインシデント件数の推移 （図１） 

 

事故件数はさほど変化はないが、インシデント

件数は明らかに増加している。内容としては、25

年度は同じ患者が４件起こしており、26年度は５

名の患者が３件ずつ起こしている。27年度は３件

が１名。５件起こした患者が１名いる。３年間、

連続で暴力行為を起こしている患者も５名いた。 

 

２．事故及びインシデント対象の推移 （図２）   
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図２ 事故及びインシデント対象者の推移

患者17名

インシデント 事故

平成25年度
インシデント 事故

平成26年度
インシデント 事故

平成27年度

職員５名

その他３名

患者16名

職員４名 患者36名

職員４名

その他１名

患者22名

職員３名

患者36名

職員８名

患者19名

職員３名

25件

20件

41件

25件

44件

22件
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一般演題 平和病院 第１病棟 

 

25年度の事故件数20件中、職員への暴力が４

件（１件は頭部ＣＴ検査を要すレベル３）26年度

は25件中職員への暴力が３件（うち１件は医師へ

の暴力、レベルは全て２）27年度は22件中３件

（うち２件は新職員と他部署の職員、すべてレベ

ル１） 

インシデントの大半が患者同士の暴力であり、 

攻撃寸前に看護者が制止していることが多い。 

３．事故の要因について以前の研究報告期間（平

成22年度～24年度）と比較した。（図３）（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総件数は66件、67件とほぼ同じである。しか

し、平成22～24年度の事故の要因は病状に因るも

のが半数以上であるのに対し、平成25～27年度は

事例性に因るものが半数以上を占めていた。事例

性に因る内容は「自分の要求が通らない」「相手が

不愉快な行動をした」「飲みものやテレビのチャ

ンネル争い」などであった。 

 

 

 

 

 

 

 

次に 25年度～27年度のインシデント110件を

要因別に分類した。病状に因るインシデントが

55％を占めていた。（図５） 

４．平成27年度の暴力事故当該患者13名を過去 

２年間の暴力歴で分類した。（図６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）25年度、26年度と２年連続暴力事故あり、

27年度も暴力事故を起こした患者５名

（38％） 

 ２）数年前には暴力歴があり27年度も暴力事故

を起こした患者６名（46％） 

 ３）暴力歴はないが26年度のインシデントには

あがっている患者１名（8％） 

 ４）新患で過去の暴力歴が不明な患者１名（8％） 

５．看護者へ日頃、臨床で暴力を予見するために

どのような点に留意しているか、聞き取り調査を

行い、経験年数により比較してみた。 

精神科経験５年未満の看護者３名は①過去の暴

力歴②患者の表情や口調等が中心であるのに対し、

経験５年以上の看護者12名は①②以外に③現在

の病状④処方の変化⑤患者間の人間関係⑥欲求の

満足度（面会や小遣い銭の有無）⑦睡眠状況⑧行

動制限の変更等々、日常生活全般に及んでいた。 

６．次に、暴力を予見した時の対応の工夫につい

て聞き取り調査を行い比較してみた。５年未満の

看護者は①リスクの高い患者とは距離を置く②先

輩看護者へ対応を交代してもらうと答えているの

に対し、５年以上の看護者は①過去に暴力行為の

ある患者を対応する場合は相手のパーソナルスペ

ースに入らない②要求に対し条件を付けた上で応

じる③傾聴と共感③早めにＰＩＣＵへ誘導し、環

境を変える④注射や頓服などの処置を行う等々あ

がった。 
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一般演題 平和病院 第１病棟 

 

 

Ⅳ．考察 

図１の結果からわかるように、インシデント件

数は明らかに増加していることや図３．４の比較

においても、事故の要因の事例性が病状を上回っ

ていることから、病状悪化の兆候を予見し事前に

対応できているのではないかと考える。これは、

図５のインシデントの要因分類で病状が半数以上

を占めていることからも伺える。 

また、職員への暴力による侵襲度が軽減してい

る要因として、周囲の看護者のフォローによると

ころが大きいと考える。しかし、３年連続被害に

遭っている看護者の場合、看護者と患者間の距離

の置き方などが影響していると考えられ、タイム

リーに実践的な指導が必要だと考える。一方、他

部署の職員や新職員への暴力であるが、見慣れな

い職員に対して攻撃性を示す患者は予見できてい

たが、情報を伝達していなかったために発生して

いる。このような暴力に対しては、確実な情報の

伝達や適切な介入により防止できると考える。 

次に、図６に示した過去の暴力歴分類において、

27年度暴力事故当該患者13名のうち、３年連続

事故を起こしている患者が５名。１～２年前に暴

力事故のある患者が６名と全体の84％を占めて

いることからも、暴力歴のある患者のリスクは非

常に高いことがわかった。黒田は「過去の暴力歴

は暴力の最も強い予見因子である」と述べている

ように、暴力を予見する最も有用な情報は暴力歴

であることが今回の調査においても示唆された。 

次に、リスクの高い患者の暴力を未然に防止す

るには、予見する観察ポイントが重要になる。看

護者への聞き取り調査結果からも分かるように経

験年数の豊富な看護者ほど、観察視点が日常生活

全般に及んでおり、患者と密に関わっていること

が伺える。患者が何に対して不満を抱いているの

か、イライラしているのか、患者間の人間関係な

ど、病状だけでなく事例性を起こす要因を把握し、

それらの情報を確実に伝達、共有することが重要

になると考える。しかし、兆候を察知しリスクに

見合った介入が実行できる環境がなければ、予見

しても防止できない事になる。 

当病棟の中央に位置するＰＩＣＵは病室とナー

スステーションが近接しており、患者に安心感を

与えられる環境であるため、病状悪化や事例性に

よるリスクを予見し、一時的に保護する空間とし

て効果的に運用できていると考える。 

以前の研究報告の中で頻回に暴力を起こしてい

た患者に「いかなる理由があれ暴力は絶対にやっ

てはいけない」と繰り返し厳しく指導した結果、

その後3年間（今回の研究期間中）インシデント

１件のみだった。このように、看護者の姿勢はそ

の後の患者の行動を左右することもある。 

経験豊富な看護者の対応は、患者との適切な距

離間を保ち、傾聴･共感しながら、条件はつけるが

可能な限り譲歩し要求を満たす対応をしていた。

それは、患者の思いを汲み取ることをベースに対

応しており、看護者の倫理観そのものが暴力を予

防する対応の工夫に繋がっていると考える。 

以上のことを踏まえてまとめると、暴力を予見

するには①過去の暴力歴②日常的な生活全般に及

ぶ観察③倫理観と経験から得た対応の工夫が重要

な要素だと考える。 

 

Ⅴ. 終わりに 

今回の研究により暴力の予見について考える機

会を得た。臨床の経験知を活かし有用な対応を見 

出すこともできた。今後も倫理観を高め、暴力の

ない病棟を目指し更なる研鑽を積んでいきたい。 

 

引用文献 

1)黒田治:自傷・他害・依存・アクティングアウト

のリスクマネージメント他害、臨床精神医学、

2005年増刊,p,237-254,2005 

 

【 レベル ０ 】

【 レベル １ 】

【 レベル ２ 】

【 レベル ３ 】

【 レベル ４ 】

【 レベル ５ 】

間違った事が発生したが、
患者には実施されなかった場合

間違ったことを実施したが、
患者には変化が生じなかった場合

（軽度）事故により、患者への観察の
必要が強化された場合

（中度）事故のため、治療・処置の
必要性が生じた場合

（高度）事故による後遺症が残る
可能性が生じた場合

（死亡）事故が死因となった場合

事故レベル
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一般演題 平和病院 第３病棟 

 

 急性期治療病棟における早期退院に向けた看護者の役割 

 

                        第３病棟 〇大村 隆広  桑山 大祐  

新里 恵司  比嘉 勇司 

真栄城 優子 比嘉 千奈美  

垣花 宏樹 

 

 

Ⅰ．はじめに 

精神科医療の動向は入院治療から在宅医療へ移

行している。平成 26 年度改訂では、急性期治療

病棟において密度の高い医療を提供し、在院日数

の短縮化を図るため、精神科急性期医師配置加算

（以下 16：1 と略す）が新設された。「新規入院

患者のうち６割以上が３ヶ月以内に退院し、在宅

へ移行する」ことが規定されており、当院では平

成 27 年に医師・看護師・精神保健福祉士などを

中心にプロジェクトが発足され、加算に向けて目

標が達成されている。当病棟でも平成 26 年より

早期退院へ向けた取り組みを実践しており、加算

の数値的な要件は満たしているものの看護の専門

性を活かした関わりが十分に出来ているのか再考

するため、平成 26 年にあげた課題７項目と新た

に４項目追加した取り組みを振り返り、資格者の

意識調査も加えまとめたので報告する。    
 

Ⅱ．当病棟の概況 

１．入院患者動態(表１) 

 

 

 

 

 

２．平成27年入院患者転帰（表２） 

 

 

 

３．入院患者疾患別分類（図１） 

 

 
 

Ⅲ．研究方法 

１．取り組み期間 

2014年６月～2016年５月 

２．取り組み内容 
平成 26 年度に当病棟の研究であげた早期退院

に向けた取り組み 7 項目(表３)と新たに病棟とし

ての早期退院に向けた取り組み（表４）を振り返

り課題を抽出する。 
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一般演題 平和病院 第３病棟 

 

 
 

 
 
３．資格者 11 名を対象に以下の 5 項目でアンケ

ート調査を実施した。（表５） 
 

 
 
４．倫理的配慮 
  本論文の作成にあたり個人が特定されないよ

う配慮した。 

 

Ⅳ．結果及び考察 

 平成 26 年度の研究であげた早期退院に向けた

取り組みについて②～⑦は現在も継続できている。

しかし、①の問題型看護計画は立案できているが

参画型看護計画へ移行できず実施できていない。

入院時は問題型看護計画からの立案であるが参画

型看護計画への移行時期が明確になっていないた

め実践できなかったと思われる。参画型看護計画

では患者自身に主体的に参画してもらうため必然

的に患者・家族との関わりが今まで以上に必要と

なってくる。患者・家族と退院に向けての関わり

をしているが書面には反映していないのが現状で

ある。参画型看護計画への移行時期を明確にし、

どう取り入れるか検討する必要がある。 
 新たに病棟での早期退院に向けた取り組みとし

て、難しいケースの患者の場合など問題点をあげ

て申し送り後にショートカンファレンスを入院早

期より持つようになった。 

見藤１）は「看護者はカンファレンスの場で情報

を提供し合い、話し合って日々の看護を評価し次

の計画にそれを活かしていく」と述べている。こ

のような取り組みを実施することにより、医師へ

綿密な情報伝達するようになりタイムリーに入院

形態・処遇の変更ができ患者の退院促進へつなが

ったのではないかと考える。 

急性期症状が鎮静した患者へ、グループミーテ

ィング（病棟独自に実施しているオリエンテーシ

ョン）を行い、経時的入院治療計画書の説明もし

ている。それにより患者自身が主体的に治療に参

画でき退院の意識づけへとつながっている。 

入院時の急性期症状が活発な時期に患者の理解

を得ることは難しいが、入院時より家族も含めパ

スを提示し退院までの流れを大まかに説明するこ

とで退院を患者・家族と一緒に考え、計画的な退

院を意識づける有効な手段の一つであると考える。

北林２）は「急性期治療病棟に入院してくる全患

者にパスを試みたら早期退院率の改善に役立っ

た」と報告されている。澤３）は、「無理に時間軸

を設定すると逆に必要のないケースで入院期間の

延長が起きかねない。バリアンスのために現実的

でない」と論じている。パスには優位性があると

いう反面、現実的ではないという両極端の意見が

ある。当病棟で現在活用しているパスの見直しも

検討し患者の個別性を重視し、その患者にあった

方法でパスを取り入れるなど患者の状態変化にも

対応できるような柔軟な方法でパスを活用してい

くことも検討していく必要がある。 

アンケート結果より、16:1の理解度は46％が

「分からない」と回答している。その原因として
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は16:1のプロジェクトや部署長に委ねる部分が

大きく早期退院にむけた取り組みは意識している

が根本的なシステムに関して理解が乏しかった。

そこで勉強会を実施し理解を深めることが出来た。    

今後も継続して勉強会を実施する必要があると感

じた。 

早期退院の実践について自由記載した結果、患

者の退院後の不安を聞きだし、それに応じた情報

を多職種で共有するなど、早期退院を看護師個々

が意識しチームとしてのアプローチ以外に取り組

んでいる。 

早期退院に向けた患者との関わりについて、現

在実践している退院に向けた取り組みと一致して

いる意見が多く聞かれた。受け持ち患者の退院先

を把握し、どのような取り組みが早期退院につな

がるか把握し実践できていることがわかった。

16:1の理解を深め、さらに専門性の高い関わりを

実践していくことが今後看護の役割として求めら

れていると感じた。 

勤務歴から見ると1年目から5年目までの看護

者が64％を占めている。教育病棟としての位置づ

けもあるため新人看護師から熟練看護師までの幅

が広く看護の力量の差があることは否めない。統

一した早期退院に向けて明確な取り組み事項はな

いため、看護師が一貫した対応が出来る方法を検

討する必要があると考える。そこで、当病棟独自

の入院患者把握表を作成し、どの看護者が見ても

患者の入院から退院までの流れが分かるようなツ

ールを活用するのも一つの方法であると考える。

新人看護師から熟練看護師の力量の差を埋めるこ

とはツールを活用することだけでは難しいが同じ

プロセスを共有することは可能ではないかと考え

る。 

 

 

Ⅳ．まとめ 

今回あがった課題を以下にまとめた。 

１． 参画型看護計画を確実に実施する 

２． 入院時から退院を意識づける柔軟なパスの

作成と活用 

３． 看護者の動きがわかる、入院から退院までの

流れが把握できる一覧表の作成及び統一した

看護の実践 

 

Ⅴ．終わりに 

今回16：1の取り組みから看護師の役割を見直

すことができた。そこでみえてきた課題を確実に

実践することで精神科急性期看護の質の向上につ

なげたい。 
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療養病棟における肥満改善に向けての試み 

 

                                                 

                        ５病棟  ○山内敦子 山城綾乃 掛福誠志 

作業療法課 新里将悟  

 

Ⅰ.はじめに 

 当病棟は慢性期の療養病棟で、長期入院患者が

多く、ＢＭＩ25以上の肥満者が約37％を占めて

いる。生活習慣に起因する疾病として、主に脳血

管疾患・心疾患などが指摘され、これらの疾患は

肥満が要因の一つとも言われている。 

そこで今回、当病棟の患者の肥満率の高さに

着目し、ＢＭＩ25以上の患者22名を対象にア

ンケートを実施し、肥満改善を目的としたグル

ープ活動への参加を呼び掛けた。しかし「周り

の人が太っていて自分は太っていない」と自覚

できなかったり、身体的症状を自覚できている

患者でも、グループ活動参加への動機付けが難

しく、自主的に参加を希望した患者は22名中４

名であった。継続したグループ活動を期待し、

『昔の自分に戻りたい』という強い気持ちのあ

る患者４名を中心に、作業療法士と連携を図り

リハビリテーションを実践した。 

今回の取り組みでは、大きな体重減少の改善

は見られなかったが、今後の課題が得られたの

で、若干の考察を加え報告する。 

 

Ⅱ.研究方法 

１．研究期間:2015年 12月～2016年３月 

（４ヶ月） 

２．対象者 

自主的にグループへ参加を希望した４名 

（男性２名、女性２名） 

 

 

 

 

 

 

 

３．グループ活動の内容 

１） 活動内容 
  ①データ測定（採血、体重、腹囲） 
  ②グループ活動 
   運動プログラム：週３回（月・水・土、各

１時間）と、勉強プログラム：週１回（火、

１時間）を１クールとし、合計 12 クール

（37 回）を実施。 
 ２）プログラム内容 
  ①第１期：運動アプローチ 
  ②第２期：認知的アプローチ 
 
４．評価方法 

 １）データの変化 

 ２）ミーティング記録よりグループ活動前後の言

動の変化を抽出し、検証する。 

 ３）グループ活動後、対象者へアンケート調査

の結果を検証する。 

 

５．倫理的配慮 

  研究にあたり個人が特定されないよう配慮し、

対象者に承諾を得た。 
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Ⅲ.経過及び結果 

 

 

  

第１期の経過を表２に示す。 

 運動アプローチでは、グループの目的を説明し

無理せず運動が続けられるよう、患者自身がプロ

グラムを組み合わせて実践した。 

プログラム①のラジオ体操・ストレッチはウォ

ーミングアップとして行い、踏み台昇降は患者の

好きな音楽をかけながら行った。 

プログラム②のラダートレーニングのもも上

げ・サイドステップなどは床に等間隔のラインを

引き、できている患者を先頭にステップを踏んで

実施した。体幹バランスの悪い患者は、早いペー

スの患者に合わせると転倒リスクにつながるため、

職員はマンツーマンで関わった。 

プログラム③のロングブレスはＤＶＤを見なが

ら実践した。このプログラムは器具類と場所を問

わず実践できるため、運動プログラムの時間以外

でも行なえるよう覚えてもらった。 

開始当初は、運動に対し関心が高く患者同士で

お互い声かけしながら参加する場面も見られた。

しかし、体重の変化が見られなくなると、女性患

者は開始時間に入浴し、参加しても集中力がなく

すぐに休憩することもあった。 

患者は、停滞期になると意欲の低下が目立ち始

め、プログラムへの参加を休もうとすることもあ

ったが、患者間でミーティングを行い、参加の有

無を再確認することで連日休むことなく、運動後

の体重も自主的に測定する場面が見られた。 

一人の患者は休日でも自ら運動を行い、自室で

ストレッチをする姿が見られ、また「痩せてきた」

と変化に対し職員へ声かけすることもあった。病

棟職員もグループ活動に関心が持てるように担当

する職員は固定せずローテーションで行った。患

者自身が決めたことは否定しないよう統一した対

応を行い、職員もプログラム以外でも患者へ声か

けし、できたことに対し褒める場面が見られた。 

 

表３ 第２期（認知的アプローチ）の経過

＜方法＞ ・体重・腹囲などの正常値を知る。

＜内容＞

・勉強内容：①メタボによるリスクや食習慣の問題点

＜状況＞

・居眠りをしてしまう人も居た。

＜職員の関わり＞
・ディスカッション形式で行うことで、個人の考えを引き出す関わりを行った。

・できていることを褒め、他患者からも評価（褒める）してもらう。

・「こんなにカロリーあったんだ」と驚く。

・売店でカロリーを自分で聞く。

・これまでの間食状況を振り返る。

・間食する時間・食事の食べ順を実施。

・意識して間食する量を減らすことができている。

・実際の砂糖の量を視覚で表示する

・便秘していると相談あり。

・腹部マッサージを行うことで便秘改善

②毎日の間食状況の確認

③体重測定の記録方法

 

 

第２期の経過を表３に示す。 

認知的アプローチでは、メタボリック症候群の

診断基準を説明し、自分の値と比較することで、

さらに自覚できるよう取り組んだ。 

学習内容は、①メタボリック症候群によるリス

クや食習慣の問題点など、②毎日の間食状況の確

認、③体重測定の記録方法を実施した。 

開始当初は、居眠りをする患者がいたため、講

義スタイルではなくディスカッション形式で行っ

た。その結果、理解力の低い患者も自ら質問する

場面が見られ、最後まで参加することができた。

また、太り始めてから現在の生活について振り返

る場面を持つことで、患者自ら痩せていた頃の写

真やＴシャツを持ってきて、「入院してから太っ

た」「昔はもっと痩せていた」と振り返ることがで

きた。 

職員は、患者の1日の摂取カロリーを自覚させ

るため、毎食時のカロリーを計算し、間食の時間

や食事の食べる順番について指導を行うことで、

エネルギー消費がしやすい体型づくりを目指した。       

患者が普段食べている菓子類のカロリーを売店

で調べることで、１日のカロリーを過剰に摂取し

ていることに気づけるように関わった。患者は、

間食だけで1食分のカロリー量を摂取しているこ

とに驚き、自主的にカロリーの低い菓子へ変更す

る場面が見られた。 
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職員は病棟内にある自販機の飲み物のカロリー

量を、スティックシュガーを用いて表示した。そ

のため、視覚的に示すことで「こんなにカロリー

があるんだ」と自覚することができ、後半からは

患者自ら意識し、カロリーの低い飲み物へ変更す

ることができていた。 

患者からは停滞期になると、体重変動も少なく

なり、「便秘するようになった」と困っていること

の相談もあった。そこで学習の中で腹部マッサー

ジの効果を伝え、実践形式で指導を行った結果、

「以前はよく下剤を飲んでいたが、今は下剤を飲

まなくても便がでるようになった」との声が聞か

れた。 
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 対象者４名の体重・腹囲の変化を図１、図２に

示す。 

 開始時と終了直後の体重で一番変動があったの

はＤ氏のマイナス1.9㎏であり、他はあまり大き

な変化はなかった。一人の患者は開始直後に体重

が増加しているが、他３名はゆっくりではあるが

毎月体重は減少していた。腹囲で一番変動があっ

たのは、Ａ氏とＣ氏のマイナス６㎝であり、患者

からは「ズボンのウェスト部分がゆるくなった」

と喜ぶ姿があった。 

 グループ活動後のアンケートの結果では、設問

①「活動に参加して体重変動はありましたか？」

に対し、「減っている」と実感している人は２名で

「変わらない」と答える患者もいた。また設問④

の「グループ活動後意識して取り組んでいること

は？」に対し、「飲み物と間食が減った」「カロリ

ーを見るようになった」と活動終了後も意識して

いる患者もいた。 

 

 

 

職員アンケートの結果では、開始当初は患者自

身が時間を守れず、やる気もバラバラであったが、

徐々に興味を示し間食状況を気にする発言や、体

重を自発的に測定する場面も見られた。 

また、活動終了後も腹部マッサージを継続的に

実施することで、以前は排便のこだわりの訴えが

多かった患者も少なくなり、低カロリーを意識し

た間食が継続できていると答える職員もいた。 

   

Ⅳ．考察 

 第１期の運動プログラムでは、患者と毎日の目

標を決め、参加する職員も一緒になって実践する

ことで継続できたと考える。 

これまでのグループ活動は、職員を固定し実施

していたが、参加していない職員は関心を持つこ

とがなく、グループ活動後も継続することが難し

かった。そこで担当する職員をローテーションで

組むことで、グループ活動以外でも患者へ声かけ

し、褒めるなど関心が見られたのではないかと考

える。職員と一緒に運動を楽しく行うことや、患

者の意見から取り組む内容を決定し実践すること

で、モチベーションの維持、向上に繋ったと考え

る。 

 第２期では、ディスカッション形式を取り入れ、
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患者は自らの意見が尊重されることで、満足感が

得られたのではないかと考える。また患者同士で

意見交換することが、相互作用となり安心感につ

ながり、仲間意識や参加意欲が高まったことは評

価できる。 

 今回の取り組みで大きな体重減少はみられなか

ったが、肥満改善に向けての取り組みの中で、患

者自身がカロリー数値を意識して選んだことから、

カロリーを見る習慣ができてきたのではないかと

思われる。また、アンケートの結果からもいえる

ことだが、現在も自ら腹部マッサージを継続でき

ていることは学習の中で、実践的に取り組んだこ

とが効果的であったと思われる。 

今回のグループ活動には、多くの参加者を予想

していたが、実際は４名となったことは意外な結

果であった。その要因としては、周囲と比較して

肥満傾向の多い環境では、「周りは太っているけど、

自分は太っていない」と特に問題視していない患

者が多かった。 

さらに、午後の活動以外の時間を利用して行う

グループ活動は、自由な時間が奪われてしまうの

で、参加の動機付けが困難であった。しかしなが

ら、肥満が身体合併症の要因につながるというこ

とを認知させるアプローチも必要で、今後は他職

種を交えた肥満改善の指導が行えるような援助を

していく必要がある。 

 

Ⅴ．終わりに 

 今回の取り組みで期待した結果は得られなかっ

たが、今後は結果だけではなく、ディスカッショ

ン形式などのプロセスに視点をおき、患者自身の

現実感や目標を高めていけるよう援助していく。 
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療養病棟における高齢者の拘束解除に向けての取り組み 

 

第６病棟  ○岡村さおり  玉城 千明  

渡久地 猛  徳盛ゆきえ  

 

Ⅰ.はじめに 

 当病棟は、慢性期の統合失調症や認知症・高

齢者の早期退院に向けて、退院支援を行ってい

る男女混合50床の療養病棟である。 

近年、精神科病院では認知症・高齢者の増加

とともに身体拘束も増えているという報告があ

る。当病棟も身体拘束が増加傾向にあり、拘束

に伴う精神的苦痛、身体的弊害や人権擁護の観

点から、拘束解除および最小化に向け取り組ん

できた。しかし、転倒事故や身体合併症などに

より拘束解除が難行し長期化しているのが現状

である。 

 そこで今回、拘束解除に向けて取り組んだ５

症例を通し、今後の看護方針を明確にするため

病棟看護者への意識調査も含め分析した。その

結果に若干の考察を加え報告する。 
 

Ⅱ.研究方法 

１．研究期間 

2015年４月～2016年３月（12ヶ月間） 

 

２．研究対象者 

１）研究期間中に拘束解除に向けて取り

組んだ患者５名 

 

表１に対象患者の背景を示す。 

 

 

 

２）研究期間中に拘束解除に向けて取り組ん

だ看護者15名 

 

表２に対象看護者の背景を示す。 

３.方法 

 １）拘束解除の対象者は表３に示す共通の方

法を必ず導入した。また、患者個々の特

性に応じ、種々の工夫も取り入れた。 

 

 
 
２）アンケートによる看護者の意識調査

（選択式・記述式） 
 

４.評価方法 

１）５症例の拘束解除までの経過と結果 
２）アンケート結果を分析 

 
５.倫理的配慮 

本論文をまとめるにあたり個人が特定されな

いよう配慮した。 
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Ⅲ.経過及び結果 

１．表４に５症例の拘束時間と取り組み内容を

示した。 

 
Ａ氏：女性 94歳 

認知症の周辺症状（以下ＢＰＳＤと略す）は

軽減したが、発熱や腹痛などの身体合併症が長

引き、拘束開始より３ヶ月以上経過していた。

身体面の改善が見られたため、拘束解除に向け

取り組みを開始。ナースセンターに隣接した部

屋（以下観察室と略す）に移動し、ベッド柵の

使用と毛布に鈴を付け、適宜対応した。しかし、

観察室がナースセンターの隣のため照明が明

るく中途覚醒が出現した。そこで、照明を暗く

し本人の訴えを傾聴することで再入眠できる

ようになり、９日目に解除となった。 

 

Ｂ氏：女性 86歳 

日中はウォーカーを使用し歩行しており、

夜間は頻尿のため起き上がり行為が目立ち転

倒リスクが高く、３ヶ月余り拘束を継続して

いた。急遽、介護老人保健施設への入所が２

週間後に決定したため、拘束解除しなければ

ならない状況になった。当日で観察室へ移動

し、取り組みを開始した。昼間はほとんど拘

束せず、Ｄルームで他の患者と過ごすよう努

めた。覚醒時に起き上がり、ベッドから降り

ようとするため、センサーコールやベッド柵

を使用した。センサーが作動した際はすぐに

駆けつけ対応することや、傾聴を心がけ看護

者間で統一して臨んだ。その結果、再入眠に

つなぐことができ、11日目に拘束解除となっ

た。 

Ｃ氏：女性 83歳 

日中はＤルームで対応しているが、突然、立

ち上がる行為や車椅子から滑り降り、テーブル

の下に潜り込む行為などが目立ち、常に見守り

が必要な状況であった。そこで、拘束と併用し

ベッド柵や鈴を毛布に付け、お気に入りのぬい

ぐるみを用いて、看護者が入眠を促すと静かに

臥床することができた。しかし、睡眠時間が短

く、本人の理解力も低いことから、居室での拘

束解除は難しいと判断し、観察室待機となった。

待機中も毎日ぬいぐるみを活用し統一した対

応を継続していたところ、しだいに精神症状や

睡眠の改善により、拘束時間は減少したが、完

全に解除することはできないまま退院に至っ

た。拘束期間は63日間であった。 

 

Ｄ氏：男性 94歳 

 急性期治療病棟より転入後、環境になじめな

いせいか、落ち着かず留置中のフォーリーを触

りながらの徘徊が目立った。そこで転倒防止の

ため、夜間は拘束を開始した。日中、病棟内を

歩行する際、ユローズバッグの持ち方を指導す

るなど常に観察し、転倒防止に努めた。また作

業療法の参加も促し日中の離床時間を増やし

た結果、夜間の睡眠が確保できたため、居室で

ベッド柵、センサーコールを設置し取り組みを

開始した。しかし、センサーが作動し、看護者

が駆けつけるまでに自力で起き上がり、ふらつ

きながら入口まで歩いてきており、転倒リスク

が高すぎると判断し、観察室へ移動した。睡眠

表を基に、就寝前薬の時間を統一したことによ

り、覚醒時の歩行も安定し、取り組み開始後

20日目で拘束解除に至った。 

 

Ｅ氏：女性 86歳  

 ＢＰＳＤが落ち着き、転入後は拘束せずに経

過していたが、覚醒時に居室で転倒し腰痛出現。

転倒後は起き上がりが上手く行えず、了解も悪

くなったため、転倒防止のため再び拘束開始。

腰痛は鎮痛薬服用と湿布で緩和。観察室が使用
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できる状況になり移動。Ｅ氏の訴えに対応し共

感することで、再入眠でき３週間で拘束解除で

きた。しかし居室へのルーム移動後、病状悪化

し再拘束となった。 

 

２．アンケート結果を一部抜粋し表５に示す。 

 

問１．行動制限最小化についての勉強会また

は研修を受けたことがありますか？ 

「はい」11名、「いいえ」３名、無記名１名。 

問２．勉強会で印象に残った内容は？ 

殆どが「行動制限を行う上での法律上の注意点

や人権尊重のための最小化などを学んだ」と答

えている。 

問３.身体拘束は必要だと思いますか？ 

全員が「必要である」と回答。その理由は「転

倒・転落防止」と答えている。 

問４.身体拘束を行う際に困ったこと、抵抗

を感じたことがありますか？ 

全員が「はい」と回答。その理由として「高齢

者や皮膚の弱い患者を拘束するときに抵抗を

感じる」「人員的な問題で拘束する時」等々。 

問５. 拘束解除に向け、工夫している点は

ありますか？ 

「看護者同志で協力しながら常に見守りがで

きる状況を作るようにしている」「消灯後は静

かな環境を作っている」 

問６.どのような条件が整えば、拘束が解除

できると思いますか？ 

「人員の確保」「チームでの意思統一」「リスク

への判断力」「センサーコールなどを増やす」 

問７.身体拘束によるデメリットは？ 

「自由が束縛され人格の尊厳がなくなる」「意

欲の減退、運動能力低下、身体機能の低下、

ＡＤＬの低下」「活動性の低下によるコミュニ

ケーション不足につながる」 

問８.行動制限最小化委員会を知っています

か？に対しては、全員が「知っている」と回答。 

 

Ⅳ．考察 

 Ａ氏やＤ氏のように身体合併症の併発によ

り、種々なリスクが高まり拘束期間が長期化し

てしまうことがある。身体合併症を重症化させ

ないためには、24 時間患者のそばにいる看護

者のフィジカルアセスメント能力が求められ

る。医師と連携を密にして合併症を重症化させ

ない努力が重要だと考える。しかし、Ｂ氏のよ

うに短期間で拘束解除できた要因として、施設

入所日が急遽決定したことにより、入所の必須

条件である拘束解除に向け、タイムリーに観察

室が空いたこと、人員が確保できたこと、そし

て何よりも看護者の意志統一がスムーズに図

れたことが功を奏したと考える。また、覚醒時

に本人の訴えを「傾聴」することに努め、安心

感を与えることで睡眠時間を確保できたと考

える。 
次に、Ｃ氏のように、観察室を使用している

患者がいたため、拘束解除の時期を逃してしま

ったケースもある。観察室がタイムリーに使用

できるよう、他患者の身体管理の徹底と他の居

室でも拘束解除ができる体制作りが必要だと

考える。Ｃ氏は拘束解除することはできなかっ

たが、ぬいぐるみの活用で、睡眠が改善したこ

とから、看護者の意識の持ち方次第で居室での

拘束外しも可能だったのではないかと考える。 

Ｅ氏は、腰痛が持続している間、拘束解除が

困難であったが、疼痛緩和後はスムーズに解除

することができた。このことからも、やはり身

体の不調は大きなバリアンスになっている。 

看護者の意識調査の考察としては、ほとんど
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の看護者が拘束に対して、身体的弊害や倫理的

な観点から、出来る限りしたくないと感じなが

らも、事故に対する不安が大きく、保守的にな

っていると思われる。比較的人員の確保ができ

る日中でも拘束している日もあり、リスクに対

する個人差があると考える。観察室へ移動しな

いと拘束解除の取り組みが開始できないとい

う固定観念にとらわれている傾向も強い。マン

パワーの問題も否めないが、チームで意思統一

をはかれば拘束解除は可能であるという意見

もあることから、まずは人員的な問題をフォロ

ーできるような勤務調整や業務改善を試みる

ことも必要かと考える。解除できれば退院では

なく、拘束を開始した日から、解除することを

意識して取り組むことを念頭におきチームで

意思統一を図ることが最優先だと考える。これ

まで述べてきたことを踏まえ、今後の改善点を

以下にまとめた。 

①医師との連携を密に行い、速やかに身体合併 

 症の改善に努める。 

②看護者の意志統一をするために、具体的な達 

 成目標を明示し、情報を共有する。 

③固定観念を払拭し、観察室以外でも拘束解除 

 に向けて取り組むよう意識する。 

 
Ⅴ．終わりに 

 今回の研究にあたり、改めて看護者一人一人

が倫理について深く考える機会となった。今後

も看護者の意志統一を図り「拘束しない看護」

を目指して取り組んでいきたい。 

 

参考文献 

１）長谷川利夫：精神科医療の隔離・身体拘束

日本評論社 2013.4月 

２）吉岡充・田中とも江：縛らない看護医学書

院1999 

３）高齢・認知症への身体拘束のリスク 

精神科看護2013（5）Ｐ4～Ｐ10 
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療養病棟の統合失調症患者に対するアプローチ方法について 

～Ｒｅｈａｂデータを用いた病棟別の考察～ 

 

作業療法課 ○柏田 省一 比嘉  創 山本 大輔 

                              島袋 文子 久保田 翔 新里 将悟 

 

Ⅰ.はじめに 

当院では病棟が機能分化されており、各病棟の

治療目標が明確になっている。しかし、リハビリ

テーションの中心である集団作業療法は、どの病

棟に対しても同じ目標で実施されている。 

今後さらに効果的なリハビリテーションを提供

するためには、各病棟の特徴を捉え必要とされる

アプローチを整理する必要があると考えた。 

本調査では、リハビリテーションが治療の中心

となる療養病棟の統合失調症患者（以下療養者と

略す）に対して、Ｒｅｈａｂ評定時に得られるデ

ータを比較する。実際の作業療法（以下ＯＴと略

す）場面での様子も加え、各病棟で必要となるア

プローチをまとめたい。 

 

Ⅱ.研究方法 

１．対象者 

2016 年１～３月にＲｅｈａｂ評定を行った療

養者のうち、療養病棟に入院していた療養者 144

名。（１病棟54名、５病棟59名、６病棟31名） 

２．調査方法  

Ｒｅｈａｂ評定から得られる全般的行動全（以

下、ＴＧＢと略す）と逸脱行動の値、及び年齢と

通算の入院回数を病棟別に比較。実際のＯＴ場面

などの様子も加えて各病棟の特徴を示し、必要と

されるアプローチについて考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．結果 

１．ＴＧＢの値 

１病棟の平均値が最も悪く、次いで５病棟、６

病棟の順だった。 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＧＢの値がどの点数域に分布しているか病棟

別に比較すると、１病棟は88点以上の範囲に偏っ

ており、５病棟は65点～112点の範囲に集中して

いた。６病棟は全ての点数域に療養者がおり、１

病棟、５病棟にはいない40点以下の療養者も４名

おり、その内３名が既に退院していた。 

 

 

 

 

 

 

 

２．逸脱行動の合計の平均値 

 ＴＧＢの値と同じく１病棟の平均値が最も悪く、

次いで５病棟、６病棟の順番だった。 
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３．平均年齢と通算の入院回数 

 ５病棟の平均年齢が最も高く、次いで１病棟、

６病棟の順だった。通算の入院回数も５病棟が最

も多く、以下１病棟、６病棟の順だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．考察 

１．１病棟 

他の病棟と比べ、ＴＧＢと逸脱行動の合計の値

が最も悪かった。逸脱行動の内訳では独語・空笑

の回数が最も多く、病状が不安定な療養者が多い

ことが特徴と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際のＯＴ場面でも、幻聴に聞き入って目の前

の作業に意識が向けられなかったり、突発的に攻

撃的になったり突然疎通が取れにくくなるとい

ったことが少なくない。そのため、まず病状を安

定させ、落ち着いてリハビリテーションに取り組

める状態になってもらうことがアプローチの目

的になる。 

山根１）は病状を安定させるためのＯＴとして  

『対象者の状態にあった作業活動を用いて気分を

鎮めること』 『病的行ために向けられがちなエネ

ルギー（衝動）を身体エネルギーとして発散する

こと』『心身の基本機能の回復や改善』を挙げてい

る。 

つまり、『作業に集中してもらうこと』『身体を動

かしてエネルギーを発散すること』 『生活リズム

を維持すること』で、病状を落ち着けることが必

要なアプローチになる。集団ＯＴプログラムを上

手く活用して生活リズムを維持しながら、療養者

自身が可能な範囲の簡易な作業や散歩・体操とい

った粗大運動を提供して、不適切な行動や陽性症

状に向かいがちな衝動を適応的な形で発散しても

らいたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．５病棟 

平均年齢が最も高いこと。入退院の回数が多い

ため何らかの社会生活を経験している療養者が多

いこと。Ｒｅｈａｂの得点が一定の範囲に集中し

ていることが特徴として挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ程度の障害を持った療養者が多いために、

他の療養病棟に比べると全体の雰囲気はまとまり

やすいと考えられる。療養者のほぼ全員が毎日集

団ＯＴに参加できているのは、これまで病棟職員

が取り組んできた“全員がＯＴへ参加する”とい

う雰囲気作りが個々の療養者に対しても良い影響

を与えている結果だと言える。平均年齢も高いた

め、身体機能や活動性の維持を目的に、まず“全

員がＯＴに参加する”という雰囲気を維持するこ

とが基本となる。 

一方、これまでセルフケアや滑舌の改善などを
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目標にグループ活動を行ってきたが、グループを

行っている間は改善しても、終了した途端に元の

状態に戻ってしまうことが多かった。プログラム

を行っている最中は職員が褒めたり周りから注目

されることで何とかモチベーションが保てるが、

終了後は、目的がなくなってしまうことや周りの

雰囲気に引き込まれやすく、モチベーションを維

持できない。 

入退院が多く何らかの社会生活を経験している

ため、社会生活をおくる上での課題は比較的明確

になっている。モチベーションを維持した状態の

まま退院につながることが理想的なので、退院の

時期が決まった療養者に対してタイムリーにプロ

グラムを開始する方法がより効果的だと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．６病棟 

ＴＧＢの分布から分かるように、障害の程度が

様々な療養者が混在していることが特徴といえる。

６病棟は、ＴＧＢの値が低い療養者と高い療養者

に焦点を当てて考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＧＢの値が低い療養者は、セルフケアは良く

生活障害は軽度に見えるが、ストレスの対処方法

や対人交流の悩みに課題を持っている療養者が多

い。実際のＯＴ場面でも、騒がしい雰囲気に対し

て過敏に反応して作業を中断したり、他者との関

係が少しでも悪くなると泣き出すほど感情をコン

トロールできなくなることもある。その都度職員

が話し相手になり落ち着いてもらうが、このよう

な反応は繰り返されることが多い。ストレスの対

処方法や適切な対人距離の保ち方などを学ぶ必要

があり、適切なアドバイスをするために、作業療

法士も心理的な知識とカウンセリングの技術を身

に付けたい。 

ＴＧＢの値が高い療養者は、Ａ棟と呼ばれるフ

ロアで過ごされている。身体障害や認知症を抱え

ており、ＴＧＢ平均値は117点でかなり重度の生

活障害を抱えている。 

身体面へのアプローチは、現在行っている歩行

訓練の他にも、実際の食こと場面での嚥下訓練や

介助量軽減のための立位保持訓練といった退院後

の生活に即した形の機能訓練が必要と感じる。現

在ある療養者に対しては、家族から収集した住環

境の情報を元に、実際に必要な機能訓練を行って

いる。６病棟Ａ棟では、こういったケースをスタ

ンダードにしていきたい。 

 また高齢者は、調理・園芸・遊びといった、自

身が経験して身に付けた作業を、他者に“教える”

“伝える”といったプログラムに対して反応が良

い。認知機能面へは、これまでの人生で培った経

験や能力を活かすアプローチをしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

６病棟の療養者には、統合失調症のリハビリテ

ーションのみならず、カウンセリングや身体機

能・認知機能など、様々な面に対してのアプロー

チが必要となる。 

 

Ⅳ．まとめ 

 各病棟の考察から、今後さらに力を入れるべき

アプローチをまとめる。 
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一般演題 平和病院 作業療法課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．終わりに 

今回の調査から、日々療養者と関わる中で感覚

的に感じていた必要なリハビリについて整理する

ことができた。 

今回の報告を具体的なプログラムに繋げて、療

養者に対して効果のあるリハビリテーションを実

践していきたい。 

 

引用文献 

１）『精神障害と作業療法』山根寛、三輪書店、 

P42～、2003．第２版 

２）『人と集団・場』山根寛、三輪書店 

P135～、2006．第２版 
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一般演題 平和病院 心理課 

 

   健常成人における曖昧さへの態度の類型化の試みと不安の比較 
 

 

心理課 ○榎木 宏之# 

甲田 宗良# 近藤 毅# 

医局  小 渡  敬 
＃琉球大学大学院医学研究科精神病態医学講座 

 

Ⅰ.はじめに 
日常生活の中で、不明解、あるいは正解のはっき

りしない曖昧な状況は人を不安にさせやすいため、

対処の仕方によっては、不安が軽減される一方で、

不安が増強される場合がある。 

我々はこれまで、曖昧な状況に人が置かれた時、

対処パターンとしてとり得る態度を把握するために、

曖昧さへの態度に着目して調査研究を行ってきた。

その結果、曖昧さへの態度は 4つの因子で構成され、

4 因子の一つである「曖昧さへの不安」態度が、不

安症状に影響を与える因子であることを確認した

（Enoki et al., in preparation）。 

しかしながら、4 つの因子は一人の個人の中に併

存する態度であり、個人によって各因子の程度は異

なる。そのため、「曖昧さへの不安」の態度が高くて

も他の態度の程度によっては、不安のなりやすさは

異なるため、一つの態度だけで、不安症状を予測す

るには限界があり、4 因子全体のバランスで個人が

不安になりやすいのか否かを考える必要があると思

われる。不安症状との関係を精緻に検討するには、

因子のばらつきを一定のタイプごとにグループ化し、

グループ間の不安の程度を比較するという課題が残

されていることが考えられた。 

そこで本研究では、複数の曖昧さへの態度の組み

合わせの中で、不安症状が重くなるタイプ、または、

不安症状が軽くなる曖昧さへの態度のタイプを類型

化することを目的とし、一般健常者を対象に調査を

行った。その結果に考察を加えて報告する。 

 
 
 
 

Ⅱ.研究方法及び対象 

１． 対象者 

 一般成人に質問紙調査を実施し、1019名を分析の

対象とした（男性 513名，女性 506名; 年齢[歳] 

M=34.09，SD=12.68，range=18-78）。 

 

２．調査実施方法 

 関東、中国、四国、九州、沖縄の５地域の一般成

人へ縁故法による質問票調査を行い、回答は任意と

した。総回収数 1338名より欠損サンプルを除外した。 

 

３．測定内容 

 対象者へ「曖昧さへの態度尺度」（Attitudes towards 

Ambiguity Scale: ATAS; 西村, 2007）及び「日本語版

状態‐特性不安尺度」（State-Trait Anxiety Inventory: 

STAI; 清水・今栄, 1981）の中の特性尺度 20項目を

採用し、質問票を配布した。 

ATAS については、我々が一般成人（N=1019）を

対象に因子分析を改めて行った結果、因子構造は 4

因子（Enjoyment: “享受”、 Anxiety:“ 不安”、 

Exclusion: “排除”、Noninterference:“ 不干渉” ）

で構成されることを確認した（Enoki et al., in 

preparation）。本研究では、この４因子を用いて解析

を行った。 

 

４．分析方法 

クラスター分析を用いて，全対象者の中で曖昧さ

への態度４因子の高低のパターンが似たサンプル同

士でグループを作り，曖昧さへの態度を類型化して

クラスター（分類化されたグループ)を抽出する。 

なお、クラスター分析とは、異なる性質のものが

混ざりあっている集団（対象）の中から互いに似た
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一般演題 社会復帰施設部 

施設入所者の言葉の明瞭さに関する実態把握と阻害要因の検証 

 

 

社会復帰施設部○神部  香織 松田   忍 西村   幸乃 

長根山 由梨 栄野比 千秋 上江洲 多恵子 

心理課 榎木  宏之 

医 局 小渡  稚子 

 

Ⅰ．はじめに 

当法人では平成８年より精神科リハビリテーシ

ョン行動評価尺度(以下Ｒｅｈａｂと略す)を導入

し、年に２回全体評定を行っている。導入の目的

としては、チーム医療全体に関わる職員の視点を

一律にする、リハビリテーションの評価をする、

社会復帰施設入所のための参考基準として活用す

る、の３点があげられている。 

社会復帰施設では以前より、Ｒｅｈａｂの結果

や日常の関わりの中から、入所者の「言葉の明瞭

さ」が課題として挙がっている。しかし、本人に

気づかせる声掛けや、はっきり発語するように促

すなどの関わりに留まり、具体的なプログラムの

構築までには至っていない。実際に、入所者が緊

急時に救急隊や日直者へ電話連絡するも全く聴き

取れず対応に苦慮するという問題が浮き彫りにな

った。このような現状があることから、「言葉の明

瞭さ」に障がいをもつことで、コミュニケーショ

ンの妨げとなり、結果として社会復帰を阻む可能

性が十分に考えられる。 

そこで今回、「言葉の明瞭さ」に焦点を当て、施

設入所者の実態を把握するとともに、阻害要因を

検証することで今後の支援のあり方を再考したい。 

 

Ⅱ．研究方法 

１．対象者の選定方法 

 現施設入所者の内、連続して３回Ｒｅｈａｂの

全体評定を行っている者で、「言葉の明瞭さ」項目

の平均が０点の者を「普通群」、５点以上の者を「障

がいが重い群」とした。 

 

 

２．分析方法 

１）対象者の背景の比較 

年齢、発症年齢、通算入院期間、罹病期間及び

Chlorpromazine(ＣＰ)換算量(以下ＣＰ換算と略

す)を算出し、ｔ検定を用い両群を比較した。ま

た、口腔内の状態把握のため、歯の欠損状況の有

無について確認を行った。 

２）インタビュー調査 

対象者全員へ、「言葉の明瞭さ」に対する本人の

自覚や、実際に困った経験等を問うインタビュー

調査を実施。質問項目は全９項目で構成。 (添付

資料参照) 

公平性を保つため関わりが多い精神保健福祉士

１名と、関わりが少ない精神保健福祉士の２名で

聴き取りを行った。インタビュー上では、対象者

が理解しやすいように「言葉の明瞭さ」を「滑舌」、

「話しづらさ」と表した。 

３）倫理的配慮 

 対象者へ本研究の主旨及び、調査への協力は任

意であること、調査によって利害関係が生じない

こと、個人情報は守られることについて、書面に

て通知し同意を得た。 

 

Ⅲ．結果 

１．対象者の背景 
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一般演題 社会復帰施設部 

 

 「普通群」が６名(男性３名・女性３名)。「障が

いが重い群」が８名(男性７名・女性１名)計 14

名を選定した。 

今回は、罹病期間と平均年齢に有意差が認めら

れた(ｔ＝1.78，12df，ｐ＝.04)。主病名は全員統

合失調症であった。通算入院期間は「普通群」31

ヶ月に対し「障がいが重い群」は91ヶ月と「障が

いが重い群」が長かったが、有意差は認められな

かった。ＣＰ換算値は「普通群」537.5mgと「障

がいが重い群」1285.2mgで「障がいが重い群」の

方が高値だったが、有意差は認められなかった。

歯の欠損有りは「普通群」は１名に対し「障がい

が重い群」が７名と多かった。(表１) 

２．インタビュー調査の結果 

インタビュー調査の結果より、両群を分ける特

徴的な項目を取り上げ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１のあなたが話しかけて聞き返されたこと

がありますか？の問いに「Ｙｅｓ」と答えた「普

通群」は66.7％(４名)、「障がいが重い群」は75％

(６名)と「障がいが重い群」が高い。 

Ｑ２の滑舌が悪いと感じていますか？の問い

に「Ｙｅｓ」と答えた「普通群」は66.7％(４名)、

「障がいが重い群」は87.5％(７名)と「障がいが

重い群」が高い。(図１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３の話しづらさを感じていますか？との問

いに「Ｙｅｓ」と答えた「普通群」は83.3％(５

名)、「障がいが重い群」は87.5％(７名)と「障が

いが重い群」が高い。 

話しづらさを感じている原因については「普通

群」は歯の間から空気が抜けていく、パ行が言い

にくい、薬と幻聴の影響などの回答が得られた。

「障がいが重い群」は歯が無いから話しにくい、

余裕がなくうまく説明できない時、話したいこと

がまとまらず言葉がはっきりしない等の回答が

得られた。 (図２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ６の伝わらなくて困った経験はあります

か？との問いに「Yes」と答えた「普通群」は83.3％

(５名)、「障がいが重い群」は25％(２名)と「障

がいが重い群」が低い。 

困った経験内容について「普通群」は敬語が使

えない、医療保護入院の時に話をしているのに家

族に自分の思いが伝わらなかった、相性が悪い人

とどう話していいかわからないとの回答があっ

た。「障がいが重い群」は施設職員から聞き返さ

れて困る、役所や電話で何度も聞き返されるとの

回答があった。(図３) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ８のスムーズに相手に伝えたいと思います

か？との問いに「Ｙｅｓ」と答えた「普通群」は
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83.3％(５名)、「障がいが重い群」は50％(４名)

と「障がいが重い群」が低い。(図４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ９の話す時に相手に伝わる様に工夫してい

ることはありますか？との問いに「Ｙｅｓ」と答

えた「普通群」は83.3％(５名)、「障がいが重い

群」は62.5％(５名)と「障がいが重い群」が低い。 

工夫している内容については「普通群」は大き

な声で濁らずはっきり話す、丁寧に細かく説明、

言葉を選んで話をしているとの回答が得られた。

「障がいが重い群」は朝礼の時には遠くの人に聞

こえるように大きな声ではっきり言うようにし

ている、具体的な方法は分からないが意識しはっ

きり話そうとしている等の回答が得られた。(図

５) 

 

Ⅳ．考察 

１．対象者の背景の分析 

年齢及び罹病期間に有意差が認められたことか

ら、加齢に伴う筋力の衰えや、抗精神病薬の長期

内服に伴う身体機能の低下を予防するための専門

的な働きかけが求められる。 

歯の欠損については「普通群」と比較して、「障

がいが重い群」が多い。このことから、口腔内の

ケアが不十分で、適切な治療に結びついていない

と考えられる。実際に、経済的なこと情から歯科

受診を控えたり、義歯に不具合が生じても、必要

性を感じられず歯科受診に至らない対象者も見ら

れる。まずは口腔内の健康管理を基本として必要

性を理解してもらい、適切な受診に結びつけるこ

とは言うまでもない。 

通算入院期間において有意差は認められなかっ

たものの、長期入院による社会との接点の乏しさ

は、外部とのコミュニケーションの機会を少なく

することが容易に推察され、社会的入院の弊害は

否定できない。 

ＣＰ換算値において有意差は認められなかった

ものの、ＣＰ換算量の平均は「普通群」に比較し

て「障がいが重い群」のほうが高値を示している

ことから、抗精神病薬と「言葉の明瞭さ」との関

連性は否定できない。今回は対象者数も少ないた

め、今後さらに検証を深める必要がある。 

２．インタビュー調査の分析 

インタビュー調査の結果を分析し、表２に示し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）「普通群」の特徴 

「普通群」はＲｅｈａｂ 評価で「普通」と評

価しているが、実際は滑舌が悪く話しづらいと感

じていた。過去に、薬の副作用の影響や精神症状

等で「言葉の明瞭さ」に対して困った経験があり、

自身で主治医への相談や、音読をするなどの具体

的な工夫と努力を行っている。さらに、「普通群」

は外部との接点が多く、金銭管理から役所手続き

まで自身で行っており生活の幅が広いことがわ

かった。このことから、「普通群」は専門職の手

を借りずとも自助努力により修正が可能である。 

２）「障がいが重い群」の特徴 

自覚はあるが過去に困った経験が少ない。8名

中1名を除いて金銭管理、手続き関係等は家族が

担っており、日用品の購入は家族もしくは、院内

の売店で済ませることから外出の機会は少なく

生活の幅が狭いことがわかった。また、施設内で

は集団生活にも関わらず、非言語コミュニケーシ

ョンのみで疎通が成立してしまうことが往々に

してあり、困る機会が少ないと考えられる。イン
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タビューでは、相手に伝わるように工夫して話し

ていると答えているが、具体的な方法はなく、漠

然としており場当たり的であった。よって「障が

いが重い群」に対しては専門的支援が必要である

と言える。 

さらに、「障がいが重い群」のインタビュー調

査の結果を基に、３つのタイプに分けてアプロー

チ方法を検討した。 

３）「障がいが重い群」のタイプ別考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

①改善したいタイプ 

自覚・困った経験があり、相手に伝わるように

工夫しているが、具体的な方法が分からないこと

が特徴である。具体的な対策を見出すために、ま

ず自分の話し方をレコーダーなどで客観的に聞

き、話し方やその特徴をアセスメントし、明確で

具体的な工夫を共に見いだすアプローチ方法が

有効ではないかと考える。 

②現状維持タイプ 

 自覚はあるものの困った経験が少ないことが

特徴である。生活の範囲が狭いことで、外部との

コミュニケーションの機会が少ないことが影響

していると考えられる。保護的でない環境を意図

的に設定し、困る経験をすることで改善意識に結

びつけるアプローチ方法が有効ではないかとい

える。例えば、通常家族が行っている役所の手続

きを、職員同伴し本人主体で行ったり、グループ

で外食するプログラムを設定し、コミュニケーシ

ョンで何について困ったかを具体的に振り返る

ことで改善意識に結びつくと考える。 

 

③自覚なしタイプ 

 自覚が無いことが特徴である。小グループを通

して、「言葉の明瞭さ」に関して他者からの意見

を聞き、自覚を促すアプローチから開始する必要

性がある。(表３) 

 

Ⅴ．終わりに 

今回は、明らかな阻害要因の検証には至らなか

ったが、両群のアセスメントからニーズに沿った

リハビリテーションが展開できる機会に繋がっ

たといえる。今後は更に深く具体的なプログラム

の検討を行い実践に活かしていく。 
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 デイケア利用を継続するために必要な関わり 

     ～中断者との比較から見えてきたもの～ 

                       デイケア課 ○真栄城兼吾 比嘉阿耶乃 

渡嘉敷鈴奈 比嘉 創 

Ⅰ.はじめに 

精神障害を持つ患者がデイケアを利用する目的

の一つに、“地域生活を維持すること”が挙げられ

る。デイケアは精神保健福祉士、看護師、作業療

法士といった多職種が配置されており、多少病状

が不安定でも、地域生活を維持するための援助が

可能だと考えている。 

しかし、デイケア利用者（以下利用者と略す）

の中には、デイケアを継続することができず、病

状悪化や自閉的な生活に戻ってしまう利用者も少

なくない。 

そこで今回、一人でも多くの利用者がデイケア

を有効活用しながら継続できるための必要なアプ

ローチとは何かを検証するために、利用者の参加

状況と他サービスとの併用率を調査した。結果に

ついて考察を加え報告する。 

 

Ⅱ.研究方法 

１．調査期間および対象者 

2015年４月～2016年２月（11ヶ月間）の間に、

デイケアの利用登録者を行った84名。 

２．調査方法 

１）利用者の参加状況 

対象者の『週平均の利用回数』と『デイケア中

断回数』を調べ、2016年５月までデイケアを継続

できていた利用者44名を“継続群”、３ヶ月以上

デイケアを中断した利用者40名を“中断群”とし

て、両者を比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）聞き取り調査 

『継続群』に対して、デイケアを利用する目的

について聞き取り調査を実施した。 

３）他サービスとの併用率 

対象者が、デイケアと就労支援、訪問看護、ホ

ームヘルパーを併用している割合について調べた。 

 

Ⅲ.結果 

１．利用者の参加状況 

１）週平均の利用回数 

デイケアの利用が週に１回程度では、39％（19 

名）しかデイケアを継続できなかったが、週２回

の利用では58％（11名）の利用者がデイケアを継

続出来ていた。週３回以上デイケアを利用した方

は、病状を崩して入院しデイケアを中断された１

名を除いて、全員がデイケアを継続出来ていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）デイケアの中断回数 

 

 

 

 

 

 

 

デイケアに初参加された利用者は56％（18名） 

がデイケアを継続できており、それまでデイケア

を１回だけ中断したことがあった利用者も、再び
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デイケアに通い始めた後は58％が継続できてい

た。しかし、過去に２回中断したことがある利用

者はその後は半数が中断しており、過去の中断回

数が３回以上になると、その後36％（５名）しか

デイケアを継続できなかった。 

 

２．聞き取り調査 

主な回答を挙げる。 

 

しっかりとした目的を持って参加している利

用者が多かった半面、中には目的が明確でなく、

“周りに勧められたから”という回答もあった。 

 

３．デイケアと他サービスを併用している割合 

利用者の64％が、デイケアと他サービスを併用 

していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．考察 

デイケアの参加状況は、週３回以上の利用者は

明らかにデイケアを継続できる割合が高かった。

継続するためには“週３回以上”という回数が一

つの目安になると思われる。現在はデイケアの欠

席者のみ電話連絡や個別面談を行っているが、利

用回数が少ない利用者にも電話連絡や個別の面談

を積極的に取り入れるなど、利用回数を増やす取

り組みをしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規で参加する利用者の中には、人や場所への

緊張が強く週に１回からデイケア利用を始める方

もいる。部署内で情報共有を行い各々の職員が関

わるよう心がけているが、業務が忙しい時には充

分な関わりができていないこともある。参加開始

から一定期間内は、デイケアに来れたことを評価

したり困ったことはないか確認するなど、個別の

サポート体制を強化したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『デイケアの中断回数』については、１～２回

の中断であれば中断後デイケアを継続することに

大きな支障はないが、３回以上デイケアを中断す

ると、その後のデイケア継続は難しくなる。何度

もデイケアを中断する利用者は、中断するまでの

期間も短く参加している時でも無ために過ごされ

る方が多い。聞き取り調査からは、継続群の多く

が自分なりの目的や目標を持ってデイケアに参加

していることが分かったが、中断してしまう利用

者は逆に何のためにデイケアへ参加しているかと

いう目標や目的が曖昧なため、利用開始当初から

デイケアへの参加意欲が高まらないのではないだ

ろうか。そのため、目的を持ってデイケアに参加

してもらえるようなアプローチが重要になる。個

別面談からニーズを把握し、利用目的について定

期的に話し合う関わりが必要だと考える。 
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また、デイケアと就労支援、訪問看護、ホーム

ヘルパーといった他サービスを併用されている利

用者も６割以上いた。デイケアを継続利用してい

ただくためには、他サービスにはないデイケアに

通うメリットを感じてもらう必要がある。 

就労支援を併用している利用者からは、デイケ

アが「気分転換になっている。」というコメント

もあり、適度にストレスを発散する場所としてデ

イケアを位置づけているが、“デイケアがあるか

らこそ安心して就労を続けられる”と感じてもら

うために、例えば、職場での悩みを聞いて共感し

たりストレスの対処方法をアドバイスするなど、

治療的なアプローチも行っていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイケアと訪問看護やヘルパーを併用してい

る利用者は、社会生活を維持するために様々なサ

ポートを必要としている。したがってデイケアで

も、病状安定のために服薬管理を行ったり、必要

であれば整容・保整面のケアを行うなど幅広いア

プローチが必要になる。多職種が配置されている

デイケアだからこそ、どんな疾患や障害を持った

方でもサポートができると考えている。利用者本

人の状態や病状に変化がないか細かく観察し、 

関係部署全体で情報を共有しながら社会生活を

維持できるようサポートしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ．終わりに 

地域には作業所や地域活動支援センターなどの

様々なサービスができており、精神科デイケアを

取り巻く状況は年々厳しくなっている。 

さまざまなサービスが乱立する中で、精神科デ

イケアの強みは医療的な関わりがタイムリーにで

きることであり、利用者の病状や障害の重さに関

わらず地域で生活することをサポート出来る点だ

と考える。 

今回の調査からデイケアを継続して利用してい

ただくための具体的なアプローチが見えてきた。 

結果を現場に活かし、利用者にメリットを提供し

続け、選ばれるデイケアにしていきたい。 
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２）安西信雄：精神科デイケア実践ガイド金剛出

版、2006． 
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訪問看護利用者の肥満改善の取り組みに向けて 

～生活習慣の聞き取り調査を実施して～ 

                                                 

                    外 来 ○仲宗根一美 崎原恵美 太田牧子           

安里真弓 山田佐和子 銘苅加代子 国吉薫 

 

Ⅰ.はじめに 

統合失調症の平均寿命は一般人口に比較して

15年短い 1）こと、また心血管疾患による死亡率は

一般より高いことが報告され、要因としては肥満

や糖脂質代謝異常などメタボリック症候群や、抗

精神病治療薬の影響などが指摘されている。当院

の訪問看護利用者も肥満による問題をかかえてお

り、肥満改善に対するアプローチを行なってきた

が、効果はあまり見られなかった。 

そこで今回、肥満の解消に向けたアプローチを

検討するために、訪問看護利用者へ生活習慣の聞

き取り調査を実施した。調査報告と今後の方向性

について考察したことを報告する。 

 

Ⅱ.研究方法 

１．研究期間 

2016年２月～2016年３月（２ヶ月間） 

２．対象者 

訪問看護利用者 44 名のうち、聞き取り調査を

実施した34名 

３．方法 

１）聞き取り調査 

①倫理的配慮として、聞き取り調査の目的及

び個人が特定されないことを説明し、同意

の得られた利用者のみに実施した。 

②訪問看護時に、予め作成した聞き取り調査

表、日課表をもとに食生活・日常生活・運

動量等を聞き取った。 

③訪問を担当した看護師５名で聞き取った。 

④訪問時に腹囲を測定した。 

２）外来診療録より平成28年３月時点での、Ｂ

ＭＩ、合併症（糖尿病、脂質異常症、高血

圧症）を調査した。 

 

Ⅲ．結果 

訪問看護利用者は 44 名であるが、聞き取り調

査の協力が得られた利用者は34名（77.2％）であ

った。協力の得られなかった利用者10名は、拒否

が３名、病状により聞き取りが困難と判断した３

名、訪問キャンセル等で聞き取りが実施できなか

った４名であった。  

表 1に対象者の背景、図１に対象者のＢＭＩ値、

図２に腹囲を示す（以下ＢＭＩ25以上を肥満者と

する）。 
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34名中、ＢＭＩ25以上は24名で 70.5％を占め

合併症治療者（糖尿病、脂質異常症、高血圧症の

いずれか）は、17 名でその中の肥満者は 14 名

（82.4％）であった。糖尿病のみ２名、脂質異常

症のみ３名、高血圧症のみ８名、糖尿病と脂質異

常症は１名、脂質異常症と高血圧症は１名、全て

を合併している利用者は２名であった。高血圧症

のみの３名は肥満者ではなかった。 

腹囲(図２)は、男性85cm以上18名で、女性90cm

以上は８名であった。メタボリック症候群の診断

基準とする腹囲及び合併症を２つ以上罹患してい

る利用者は、34名中４名であった。 

聞き取り調査の結果を以下に示す。 

＜食生活＞ 

食事の回数（図３）について調査した。1日３

食は26名（76.5%）、２食２名（5.9％）、４食５名

（14.7％）、６食１名（2.9％）であった。肥満者

の占める割合は、３食は65.4％、２食と６食が

100％、４食が80％を示した。 

 

 

 

間食の回数（図４）について調査した。間食の

習慣が毎日ある対象者は６名（17.6％）、週に数回

16名（47.1%）、間食なし12名（35.3％）であっ

た。間食（毎日、週に数回）する肥満者は16名で

72.7％を占め、間食しない肥満者は８名で66.7％

を占めた。

 

 

表２に対象者の食生活の傾向を示す。 

 

 

 

20 時以降に食事をする対象者は７名であった。

肥満者６名の占める割合は85.7％で、４人は合併

症に罹患していた。 

食事内容として、炭水化物のみ（ラーメン、イ

ンスタント食品等）の偏った食事摂取を１日１食

摂っている者が11名、２食５名、３食２名、合計

18名でその中の肥満者は11名で 61.1％を占め、

５名が合併症に罹患していた。 

食事量に対して、腹八分と答えた利用者は11

名、普通15名、お腹一杯８名であった。肥満者の

占める割合は、普通が80％、お腹一杯は75％に対

し、腹八分は54.5％で低い割合であった。腹八分

と答えた肥満者Ａ氏（ＢＭＩ34）は、「朝食は蜂蜜

とチーズのサンドイッチ、梅干とご飯、昼食は市

販の弁当、バナナ２本、菓子パン１個、夕食はご

飯とふりかけ」と答えた。 

毎日砂糖入り飲料を摂取する利用者は19名

（55.9％）、その中の11名が肥満者で、合併症に

羅患している利用者は７名であった。 

「食生活に問題点があるか」（図５）の問いに、 
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問題ないとの回答は16名（47.1%）で、問題あり

は12名（35.3％）、わからないは６名（17.6％）

であった。問題ありと回答した12名中、８名が改

善したいと希望し、全員が肥満者であった。 

 

 

 

＜生活習慣・運動習慣＞ 

睡眠時間（図６）の調査をした。睡眠時間は５

時間から11時間と幅があり、平均睡眠時間は8.3

時間で肥満者と肥満者でない利用者の平均睡眠時

間に殆ど差はなかった。睡眠が９時間以上の利用

者は14名で、その中の10名は肥満者で、合併症

罹患者は６名であった。 

 

 

 

1日の就寝時間を除いた座位または臥位時間

（図7）を調査した。座位または臥位時間の平均

は、9.6時間であった。肥満者の平均時間は10時

間、肥満者ではない利用者は8.7時間であった。 

 

 

 

身の回りの実施状況と頻度（図８）について、

寝具の片付け以外は、ほぼ全員の利用者が行って

いる。毎日ではなく週数回の実施者は、洗面が10

名、歯磨き６名、入浴25名、着替え16名であっ

た。週数回の歯磨きの６名中２名は、糖尿病に罹

患していた。 

 

 

 

家事等をどの程度担っているか（図９）につい

ては、料理、食器洗い、洗濯、掃除器かけ、拭き

掃除、部屋の片づけ、トイレ・風呂掃除、ゴミ出

し、庭掃除を調査した。まったく家事をしない利

用者は３名で、殆どの利用者が何らかの家事を担

っていたが、頻度としては低かった。 

 

 

 

就労訓練やデイケア等のサービス状況（表３）

を調査した。一般就労は２名（5.9％）、就労訓練
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７名（20.6％）病院デイケア９名（26.5%）、生活

訓練１名(2.9％)、介護保険デイサービス３名

(8.8％)であった。一般就労を含めたサービス利用

者22名（64.7％）中、肥満者は16名（72.7％）、

サービス利用のない対象者12名（35.3％）中、肥

満者は８名（66.6％）で、サービス利用者に肥満

者の割合が高かった。 

 

 

 

運動習慣があるかを調査した（図10）。運動習

慣について、運動あり（毎日～月２回まで）は、

19名(55.9％)、なしは15名（44.1％）であった。

運動あり19名の週の平均運動時間は135分であっ

た。運動ありの肥満者は14名（73.7％）、なしの

肥満者は10名（66.7％）で、運動習慣のある肥満

者の割合が高い。しかし、ＢＭＩ30以上の肥満者

10名に関しては、運動なしの肥満者の割合が高く、

運動あり４名の週の平均運動時間は84分で 19名

の平均と比較し短かった。 

 

                         

 

タバコを吸うか調査した（図11）。吸うと回答

した15名(44.1％)中、肥満者は11名（73.3％）

でその中の合併症罹患者は６名であった。15名中

６名はやめたいと回答した。 

 

 

血液検査に関心があるかを調査した（図12）。

関心ありと回答した23名（67.6%）中、肥満者は

16名（69.6％）であった。関心無し４名（11.8%）

わからない６名（17.7％）、無回答１名（2.9％）

であった。 

 

 
 

Ⅳ．考察 

食生活の聞き取り調査結果から、３食の食事摂

取をしている利用者に肥満の割合が低かったこ

と、20時以降に食事をする利用者に肥満者の割合

が高かったことは、肥満の要因として通常述べら

れていることと一致している。毎日、砂糖入り飲

料を摂取している者が半数以上を占めており、今

後、肥満者に対し、食事の傾向に加え、アプロー

チしていきたい。食事量の主観として、「腹八分」

と回答した利用者にケースとして紹介したＡ氏

のような肥満者が含まれており、食事指導につい

ては一般の肥満者より難しく工夫が求められる。

食生活に問題があると回答し、かつ改善を希望し

た８名の肥満者には、優先的にアプローチを実践

していきたい。 

生活習慣・運動習慣の聞き取り調査でわかった

ことは、睡眠時間では平均時間から休息はとれて

いると推測された。しかし、９時間以上睡眠時間
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をとる利用者が14名おり、座位時間の平均時間

も9.6時間と長いことから活動量の低さが、全体

に顕著であり、筋力の低下、特に下肢筋力の低下

が懸念される。肥満者に限らず、全利用者に下肢

筋力を高める運動も検討したい。 

身の回りについては、生活者としての最低限の

活動をどの程度できているか把握するため調査

した。洗面や歯磨き、着替えなど、毎日行えてい

ない利用者もおり、座位時間の長さと同様に、無

為、自閉の状態を示すものと考える。歯磨きを毎

日していない利用者の中に糖尿病罹患者が２名

おり、口腔ケア不足による感染症のリスクが懸念

される。 

家事については、殆どの利用者が何らかの役割

を担っているが、家事の頻度は少なく、活動量が

低いと推測される。 

就労訓練やデイケア等のサービス利用状況では、

64.7％と高く、これは訪問看護での取り組みの成

果であると評価したい。サービス利用者に肥満者

の割合が高い結果であったが、利用者個々のサー

ビス利用前後の肥満度の比較はしておらず、評価

は難しいと考える。 

運動をしている肥満者の割合が高かったことに

ついても、訪問看護において、肥満者へ運動導入

アプローチの結果であると評価したい。サービス

利用と同じく、個々の運動導入前後の体重を比較

していないため、評価は難しい。ＢＭＩ30以上の

肥満者においては、運動をしていない割合が高く、

運動をしていても平均運動時間は短く、肥満改善

に至るほどの運動量ではないと推察される。 

喫煙習慣については、喫煙する肥満者の割合が

高く、特に喫煙する合併症罹患者６名に対しては

禁煙の働きかけが必要と考える。 

血液検査に関心がある対象者は７割近くを占め、

肥満者も含め関心度が高いことから、外来の検査

データは今後の肥満改善の取り組みに、効果的に

活用できると考える。 

 

 

 

Ⅴ．終わりに 

今回の聞き取り調査では、食事や飲み物などの

正確な量の把握はできなかったが、訪問看護利用

者個々の生活習慣を具体的に把握することができ

た。今後、下肢筋力の低下に対するアプローチを 

含め、肥満者に対する生活習慣への具体的なア 

プローチに繋げたい。 
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一般演題 平和病院 診療相談課 

   当院の医療保護入院者退院支援委員会における精神保健福祉士の役割 

～早期退院に向けての取り組みと今後の課題～ 

                                                 

                       診療相談課 ○金城頼子 高屋幸佑 神村智美 

崎山さつき 嘉陽須賀子  

 

Ⅰ.はじめに 

 平成 26 年４月より改正精神保健福祉法が施行

され、特に医療保護入院における内容が大きな改

正となった。なかでも、退院後生活環境相談員の

配置義務、医療保護入院者退院支援委員会の開催

など、医療保護入院者が早期に退院できるよう措

置が講じられるようになった。当院でも各病棟担

当の精神保健福祉士が退院後生活環境相談員の役

割を担い業務にあたっている。 
実際に業務として医療保護入院者退院支援委員

会を開催するようになり、病状回復と並行して方

向性を明確にし、早期退院をすすめる効果はある

ように感じる。 
 そこで改正法施行後２年間に、医療保護入院者

退院支援委員会を開催した内容について整理し、

精神保健福祉士として早期に退院、もしくは処遇

改善をすすめるために必要なことや、改善点を明

確にしたい。 
 

Ⅱ.研究方法 

１．研究期間 

平成26年４月～平成28年３月（２年間） 

２．方法 

「医療保護入院者退院支援委員会議事録」の記録

と診療録から、開催件数、入院診療計画書におけ

る医療保護入院の推定される入院期間、入院から

医療保護入院者退院支援委員会開催までの期間、

疾患分類、医療保護入院者退院支援委員会開催後

の結果、平成28年３月時点における対象者の処遇、

退院時の入院形態、退院後の経過、疾患別の退院

先分類、入院から退院まで要した日数を調査した。 
３．医療保護入院者退院支援委員会について 
医療保護入院者退院支援委員会（以下委員会と

略する）は、病院において医療保護入院が必要と

される期間を明確化し、退院に向けた取り組みに

ついて審議を行う体制を整備することで、病院関

係者の医療保護入院者の退院促進に向けた取り組

みを推進するために義務付けられたものである。 
在院期間が 1年未満の医療保護入院者が対象で、

入院診療計画書に記載された推定される入院期間

を経過する場合に開催する。 
当院では、主治医、担当相談員、看護師、家族、

本人同席した上で開催している。開催予定日の日

程調整、通知、開催時の会議録の作成、結果報告

の業務を一手に相談員が担っている。できるだけ

地域援助事業者の参加も求められているため、支

援を求めたい関係機関へも参加を呼びかけて、で

きるだけ参加してもらっている。 
４．退院後生活環境相談員について 
 平成 26 年４月に改正精神保健福祉法が施行さ

れ、精神科病院の管理者には医療保護入院者に対

する退院促進のための３つの体制整備の義務付け

がされた。 
１）精神保健福祉士等のうちから退院後生活環境 
相談員を選任し、本人または家族からの相談に 
応じさせること。 

２）地域生活へ移行を促進するために、必要があ 
ると認められる場合には、介護保険事業者や障 
害福祉関係の事業者等の援助事業者を紹介する 
ように努めなければならない。 

３）医療保護入院者の退院による地域への移行を 
促進するための措置を講じなければならない。 
具体的には、入院時に入院診療計画を作成し、 
当該入院の予定期間内に退院が困難な場合は病 
院内の委員会で入院期間の更新や退院促進につ 
いて審議する等、地域生活へ移行を促進するた 
めの体制を整備すること。 
上記１）が「退院後生活環境相談員」のこと
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の同意が得られず、家族が大変な思いをして入院

へつないでいる場合も多いため、家族が受け入れ

られるまでの環境調整や時間を要することは否

めないが、閉鎖処遇で入院を長期化させることは、

本人の家庭での居場所をなくすことへもつなが

り、社会生活への支障を招きかねない。委員会は

開催義務があり期限内に開催することにより、主

治医や看護師、本人、家族も参加し病状、経過の

説明の他、本人、家族の意向も聴取しながら今後

の方向性をマネジメントすることができ、退院の

生活を具現化できる有意義な機会となっている

と思われる。また相談員の役割として「任意入院

へ形態変更した後も地域生活へ移行するまで継

続して退院促進するための取り組みを行うこと

が望ましい」１）というガイドラインがあるように、

一層退院に向けて在宅生活を維持していくため 

の重要な役割を担っていると思われる。 

今回、委員会開催期間が「３ヶ月」で開催する

ことが多かったが、その時点を踏まえて方向性を

確認し、次の調整へ繋げる機会となっては遅い場

合も多々ある。委員会で方向性を確認するより早

期に調整していくためにも「クリニカルパス」を

導入し、家族と相談や連絡をとる機会、役所関係

の手続きの時期などを取りこぼさずに明確にする

ことが必要だと思われる。 

 また退院後、三ヶ月を経過しても再入院がいな

かったこと、地域の福祉サービスへつないだ件数

が多くいたことから、地域生活を維持していくた

めには地域事業者との協力体制が必要であると思

われる。そのため病院と地域事業者のやりとりが

スムーズに行えるような協力関係を構築するため

にも、相談員自身が積極的に普段から顔の見える

関係作りやコミュニケーション力の向上、事業者

や役所との調整力が必要だと思われる。 

 

Ⅴ．終わりに 

診療報酬の兼ね合いなどもあり、今後は更に早

期退院がすすむと思われる。入院者全員にとって

入院は通過点であることを意識して、チーム医療

で地域での居場所をなくさない支援を今後も続け

ていきたい。 

 
参考資料 
※平和病院の統計 平成26年度、平成27年度 

 
１）改正精神保健福祉法施行（平成26年４月）に

関する業務のためのガイドライン、平成27年３月 

公益社団法人 日本精神科病院協会 
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山本 久美子  宮 城  聖 子  池 原  康 裕 

発 行 者：小 渡  敬 

発 行 所：医療法人社団志誠会 

平和病院・陽光館・社会復帰施設 
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今、まさに論文の最終チェックの慌ただしい中、編集後記を書いています。今回の

医学会プロジェクトの取り組みを振り返ってみると、まずは論文の質の底上げを目指

すことと、できるだけ論文作成者が何を書くべきだったか迷って、頭が破裂しそうに

ならないように（これは僕の過去の苦い体験にも基づいています）、事前の勉強会に

力を入れました。具体的には、勉強会資料をできるだけわかりやすく、誰でも理解で

きるものを作成しました。その結果、今回できあがった勉強会資料を参考に論文作成

を進めていけば、一定の質の確保ができると考えており、今後医学会を開催していく

にあたり、大きな財産になったのではないかと自負しております。 

また論文作成者の負担を考慮し、「残業をさせません！」と選挙のマニフェストの

ようなことを掲げてみましたが、なかなか難しい状況もあったかと思います。そんな

中、少しでも周りのスタッフが論文作成者に配慮してあげられた場面があったのであ

れば、うれしく思います。 

「論文の質をあげる」というのは、僕が知る限り、毎年言われてきたことですが、

志誠会には様々な職種のスタッフがいますので、文章作成が上手な人もいれば、まっ

たく論文なんて書いたことがない！という方もいますし、ましてや「パワーポイント

って何？」とおっしゃられる方もいる中で、全体の質の底上げというのは、今後も永

遠のテーマになってくると思いますが、今回医学会プロジェクトを担当してみてわか

ったこともありますので、来年のプロジェクトへしっかり引き継ぎたいと思います。

最後に、今回の医学会プロジェクトメンバー、論文作成者、各係の担当者、医学会

開催にむけて準備して下さった方々、色々ありましたが、結果的には楽しくプロジェ

クト運営ができました！心より感謝申し上げます。ありがとうございました！！！ 

 

     201６年６月３０日[木]  高屋 幸佑 

編 集 後 記 
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